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[別紙１]

予算（平成２６年度）

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括） (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 収    入 756,819    698,717    

   　運営費交付金収入 33    33    

   　国庫補助金収入 8,865    7,842    

   　業務収入 746,908    689,695    

     　　掛金等収入 419,064    419,543    

     　　運用収入等 38,555    39,184    

         勤労者財産形成促進業務収入 288,666    230,378    

         雇用促進融資業務収入 623    589    

   　業務外収入 16    52    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 287    286    

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 630    738    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 1    1    

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 79    71    

 支    出 751,034    648,780    

   　退職給付金等 448,506    402,248    

   　業務経費 298,552    242,591    

     　　退職金共済事業関係経費 4,637    3,705    

     　　運用費用等 2,385    2,473    

     　　業務委託手数料 0    0    

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 288,952    233,845    

　　　　 雇用促進融資業務経費 2,578    2,567    

   　人件費 2,701    2,653    

   　一般管理費 277    192    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 702    801    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 286    287    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －                 

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 9    8    

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。



[別紙２]

予算（平成２６年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 収    入 402,575    404,283    

   　運営費交付金収入 －                 －                 

   　国庫補助金収入 7,263    6,226    

   　業務収入 394,610    397,225    

     　　掛金等収入 364,333    366,305    

     　　運用収入等 30,276    30,920    

         勤労者財産形成促進業務収入 －                 －                 

         雇用促進融資業務収入 －                 －                 

   　業務外収入 0    32    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 626    733    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 1    1    

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 75    66    

 支    出 399,685    361,336    

   　退職給付金等 393,142    355,143    

   　業務経費 4,459    4,049    

     　　退職金共済事業関係経費 2,286    1,805    

     　　運用費用等 2,173    2,244    

     　　業務委託手数料 0    0    

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 －                 －                 

　　　　 雇用促進融資業務経費 －                 －                 

   　人件費 1,738    1,786    

   　一般管理費 60    73    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 282    282    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －                 

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 5    4    



[別紙３]

予算（平成２６年度）

建設業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 収    入 62,801    61,316    

   　運営費交付金収入 －                 －                 

   　国庫補助金収入 1,206    1,226    

   　業務収入 61,307    59,795    

     　　掛金等収入 53,174    51,679    

     　　運用収入等 8,134    8,116    

         勤労者財産形成促進業務収入 －                 －                 

         雇用促進融資業務収入 －                 －                 

   　業務外収入 1    9    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 282    282    

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 0    －                 

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 4    5    

 支    出 56,898    48,783    

   　退職給付金等 53,174    45,464    

   　業務経費 2,445    2,037    

     　　退職金共済事業関係経費 2,237    1,810    

     　　運用費用等 208    228    

     　　業務委託手数料 0    0    

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 －                 －                 

　　　　 雇用促進融資業務経費 －                 －                 

   　人件費 622    510    

   　一般管理費 27    33    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 626    733    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －                 

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 4    5    



[別紙４]

予算（平成２６年度）

清酒製造業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 収    入 132    140    

   　運営費交付金収入 －                 －                 

   　国庫補助金収入 22    21    

   　業務収入 110    119    

     　　掛金等収入 70    72    

     　　運用収入等 40    47    

         勤労者財産形成促進業務収入 －                 －                 

         雇用促進融資業務収入 －                 －                 

   　業務外収入 0    0    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 0    －                 

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 0    －                 

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 0    －                 

 支    出 372    307    

   　退職給付金等 262    213    

   　業務経費 45    30    

     　　退職金共済事業関係経費 45    29    

     　　運用費用等 0    1    

     　　業務委託手数料 0    0    

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 －                 －                 

　　　　 雇用促進融資業務経費 －                 －                 

   　人件費 61    61    

   　一般管理費 2    2    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 1    1    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －                 

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －                 



[別紙５]

予算（平成２６年度）

林業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 収    入 1,677    1,668    

   　運営費交付金収入 －                 －                 

   　国庫補助金収入 76    71    

   　業務収入 1,592    1,588    

     　　掛金等収入 1,487    1,487    

     　　運用収入等 104    101    

         勤労者財産形成促進業務収入 －                 －                 

         雇用促進融資業務収入 －                 －                 

   　業務外収入 0    0    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 5    4    

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 4    5    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 0    －                 

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

 支    出 2,129    1,612    

   　退職給付金等 1,929    1,428    

   　業務経費 73    62    

     　　退職金共済事業関係経費 69    61    

     　　運用費用等 4    0    

     　　業務委託手数料 －                 －                 

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 －                 －                 

　　　　 雇用促進融資業務経費 －                 －                 

   　人件費 48    48    

   　一般管理費 1    3    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 75    66    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 4    5    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 0    －                 

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 



[別紙６]

予算（平成２６年度）

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 収    入 288,681    230,390    

   　運営費交付金収入 －                 －                 

   　国庫補助金収入 －                 －                 

   　業務収入 288,666    230,378    

     　　掛金等収入 －                 －                 

     　　運用収入等 －                 －                 

         勤労者財産形成促進業務収入 288,666    230,378    

         雇用促進融資業務収入 －                 －                 

   　業務外収入 14    12    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

 支    出 289,340    234,146    

   　退職給付金等 －                 －                 

   　業務経費 288,952    233,845    

     　　退職金共済事業関係経費 －                 －                 

     　　運用費用等 －                 －                 

     　　業務委託手数料 －                 －                 

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 288,952    233,845    

　　　　 雇用促進融資業務経費 －                 －                 

   　人件費 215    231    

   　一般管理費 173    70    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 



[別紙７]

予算（平成２６年度）

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 収    入 954    920    

   　運営費交付金収入 33    33    

   　国庫補助金収入 297    297    

   　業務収入 623    589    

     　　掛金等収入 －                 

     　　運用収入等 －                 

         勤労者財産形成促進業務収入 －                 

         雇用促進融資業務収入 623    589    

   　業務外収入 －                 －                 

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 －                 －                 

 支    出 2,611    2,596    

   　退職給付金等 －                 

   　業務経費 2,578    2,567    

     　　退職金共済事業関係経費 －                 

     　　運用費用等 －                 

     　　業務委託手数料 －                 

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 －                 

　　　　 雇用促進融資業務経費 2,578    2,567    

   　人件費 18    17    

   　一般管理費 15    12    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 －                 －                 



[別紙８]

収支計画（平成２６年度）

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括） (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 経常費用 5,329,300    565,005    

   　事業費用 453,420    412,159    

   　一般管理費 7,857    1,064    

   　貸倒引当金繰入 －                  －                  

   　支払備金繰入 99,605    1,700    

   　責任準備金繰入 4,764,466    146,360    

   　事業外費用 16    5    

　　 財務費用 3,936    3,717    

 経常収益 5,411,865    756,363    

   　事業収益 562,652    747,879    

   　運営費交付金収入 33    29    

   　国庫補助金収入 8,865    7,831    

   　資産見返補助金等戻入 1    12    

 　　貸倒引当金戻入 31    102    

   　支払備金戻入 96,274    －                  

   　責任準備金戻入 4,744,009    120    

   　事業外収益 0    389    

 純利益（△純損失） 82,565    191,358    

 目的積立金取崩額 81    16    

 総利益（△総損失） 82,645    191,374    



[別紙９]

収支計画（平成２６年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 経常費用 4,412,401    491,449    

   　事業費用 396,020    361,171    

   　一般管理費 4,193    432    

   　貸倒引当金繰入 －                  －                  

   　支払備金繰入 95,862    664    

   　責任準備金繰入 3,916,311    129,179    

   　事業外費用 15    3    

　　 財務費用 －                  －                  

 経常収益 4,491,322    657,040    

   　事業収益 484,062    650,413    

   　運営費交付金収入 －                  －                  

   　国庫補助金収入 7,263    6,226    

   　資産見返補助金等戻入 1    12    

 　　貸倒引当金戻入 －                  －                  

   　支払備金戻入 92,898    －                  

   　責任準備金戻入 3,907,099    －                  

   　事業外収益 0    389    

 純利益（△純損失） 78,922    165,591    

 目的積立金取崩額 －                  －                  

 総利益（△総損失） 78,922    165,591    



[別紙１０]

収支計画（平成２６年度）

建設業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 経常費用 892,774    67,031    

   　事業費用 54,076    48,648    

   　一般管理費 3,013    283    

   　貸倒引当金繰入 －                  －                  

   　支払備金繰入 3,648    1,004    

   　責任準備金繰入 832,035    17,095    

   　事業外費用 1    1    

　　 財務費用 －                  －                  

 経常収益 893,435    89,665    

   　事業収益 68,759    88,440    

   　運営費交付金収入 －                  －                  

   　国庫補助金収入 1,206    1,226    

   　資産見返補助金等戻入 －                  －                  

 　　貸倒引当金戻入 －                  －                  

   　支払備金戻入 3,292    －                  

   　責任準備金戻入 820,178    －                  

   　事業外収益 －                  0    

 純利益（△純損失） 661    22,634    

 目的積立金取崩額 －                  16    

 総利益（△総損失） 661    22,650    



[別紙１１]

収支計画（平成２６年度）

清酒製造業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 経常費用 2,417    278    

   　事業費用 263    261    

   　一般管理費 110    12    

   　貸倒引当金繰入 －                  －                  

   　支払備金繰入 8    4    

   　責任準備金繰入 2,035    －                  

   　事業外費用 0    0    

　　 財務費用 －                  －                  

 経常収益 2,398    354    

   　事業収益 121    213    

   　運営費交付金収入 －                  －                  

   　国庫補助金収入 22    21    

   　資産見返補助金等戻入 －                  －                  

 　　貸倒引当金戻入 －                  －                  

   　支払備金戻入 7    －                  

   　責任準備金戻入 2,247    120    

   　事業外収益 －                  0    

 純利益（△純損失） △ 19    77    

 目的積立金取崩額 －                  －                  

 総利益（△総損失） △ 19    77    



[別紙１２]

収支計画（平成２６年度）

林業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 経常費用 16,309    1,724    

   　事業費用 2,017    1,597    

   　一般管理費 121    12    

   　貸倒引当金繰入 －                  －                  

   　支払備金繰入 86    29    

   　責任準備金繰入 14,085    86    

   　事業外費用 0    0    

　　 財務費用 －                  －                  

 経常収益 16,410    1,931    

   　事業収益 1,772    1,860    

   　運営費交付金収入 －                  －                  

   　国庫補助金収入 76    71    

   　資産見返補助金等戻入 －                  －                  

 　　貸倒引当金戻入 －                  －                  

   　支払備金戻入 77    －                  

   　責任準備金戻入 14,486    －                  

   　事業外収益 －                  0    

 純利益（△純損失） 101    207    

 目的積立金取崩額 －                  －                  

 総利益（△総損失） 101    207    



[別紙１３]

収支計画（平成２６年度）

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 経常費用 4,901    4,051    

   　事業費用 981    430    

   　一般管理費 387    295    

   　貸倒引当金繰入 －                  －                  

   　支払備金繰入 －                  －                  

   　責任準備金繰入 －                  －                  

   　事業外費用 －                  －                  

　　 財務費用 3,533    3,326    

 経常収益 7,882    6,893    

   　事業収益 7,882    6,864    

   　運営費交付金収入 －                  －                  

   　国庫補助金収入 －                  －                  

   　資産見返補助金等戻入 －                  1    

 　　貸倒引当金戻入 －                  27    

   　支払備金戻入 －                  －                  

   　責任準備金戻入 －                  －                  

   　事業外収益 －                  －                  

 純利益（△純損失） 2,981    2,842    

 目的積立金取崩額 －                  －                  

 総利益（△総損失） 2,981    2,842    



[別紙１４]

収支計画（平成２６年度）

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 経常費用 498    472    

   　事業費用 63    52    

   　一般管理費 33    29    

   　貸倒引当金繰入 －                  －                  

   　支払備金繰入 －                  －                  

   　責任準備金繰入 －                  －                  

   　事業外費用 －                  －                  

　　 財務費用 403    391    

 経常収益 418    480    

   　事業収益 56    89    

   　運営費交付金収入 33    29    

   　国庫補助金収入 297    287    

   　資産見返補助金等戻入 －                  0    

 　　貸倒引当金戻入 31    75    

   　支払備金戻入 －                  －                  

   　責任準備金戻入 －                  －                  

   　事業外収益 －                  －                  

 純利益（△純損失） △ 81    8    

 目的積立金取崩額 81    －                  

 総利益（△総損失） －                  8    



[別紙１５]

資金計画（平成２６年度）

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括） (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 資金支出 1,311,132    1,382,496    

     業務活動による支出 530,917    437,173    

       　業務支出 523,301    429,826    

       　人件費 2,701    2,866    

       　管理諸費 4,915    4,481    

     投資活動による支出 516,627    679,207    

     財務活動による支出 219,719    216,438    

     次年度への繰越金 43,868    49,677    

 資金収入 1,311,132    1,382,496    

     業務活動による収入 550,327    559,758    

       　業務収入 541,429    551,925    

       　運営費交付金による収入 33    33    

      　 国庫補助金による収入 8,865    7,767    

       　その他の収入 0    0    

　　　　 利息の受取額 0    33    

     投資活動による収入 494,959    623,760    

     財務活動による収入 207,158    158,138    

     前年度よりの繰越金 58,687    40,839    



[別紙１６]

資金計画（平成２６年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 資金支出 829,496    955,807    

     業務活動による支出 399,273    365,018    

       　業務支出 395,189    361,524    

       　人件費 1,738    1,904    

       　管理諸費 2,346    1,589    

     投資活動による支出 418,442    578,692    

     財務活動による支出 －                 93    

     次年度への繰越金 11,781    12,004    

 資金収入 829,496    955,807    

     業務活動による収入 402,853    423,324    

       　業務収入 395,590    417,174    

       　運営費交付金による収入 －                 －                 

      　 国庫補助金による収入 7,263    6,151    

       　その他の収入 0    －                 

　　　　 利息の受取額 0    0    

     投資活動による収入 415,039    520,446    

     財務活動による収入 －                 －                 

     前年度よりの繰越金 11,604    12,037    



[別紙１７]

資金計画（平成２６年度）

建設業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 資金支出 169,971    167,544    

     業務活動による支出 56,897    49,947    

       　業務支出 54,011    47,104    

       　人件費 622    574    

       　管理諸費 2,264    2,270    

     投資活動による支出 96,237    94,337    

     財務活動による支出 －                 29    

     次年度への繰越金 16,836    23,231    

 資金収入 169,971    167,544    

     業務活動による収入 62,913    61,442    

       　業務収入 61,707    60,217    

       　運営費交付金による収入 －                 －                 

      　 国庫補助金による収入 1,206    1,226    

       　その他の収入 －                 0    

　　　　 利息の受取額 －                 －                 

     投資活動による収入 77,757    92,860    

     財務活動による収入 －                 －                 

     前年度よりの繰越金 29,301    13,242    



[別紙１８]

資金計画（平成２６年度）

清酒製造業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 資金支出 2,042    1,109    

     業務活動による支出 372    309    

       　業務支出 263    202    

       　人件費 61    62    

       　管理諸費 47    45    

     投資活動による支出 1,347    347    

     財務活動による支出 －                 0    

     次年度への繰越金 323    453    

 資金収入 2,042    1,109    

     業務活動による収入 134    142    

       　業務収入 112    121    

       　運営費交付金による収入 －                 －                 

      　 国庫補助金による収入 22    22    

       　その他の収入 －                 0    

　　　　 利息の受取額 0    0    

     投資活動による収入 1,463    662    

     財務活動による収入 －                 －                 

     前年度よりの繰越金 445    305    



[別紙１９]

資金計画（平成２６年度）

林業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 資金支出 3,505    3,594    

     業務活動による支出 2,129    1,674    

       　業務支出 2,012    1,555    

       　人件費 48    49    

       　管理諸費 70    70    

     投資活動による支出 601    1,400    

     財務活動による支出 －                 1    

     次年度への繰越金 776    519    

 資金収入 3,505    3,594    

     業務活動による収入 1,676    1,671    

       　業務収入 1,601    1,599    

       　運営費交付金による収入 －                 －                 

      　 国庫補助金による収入 76    72    

       　その他の収入 －                 0    

　　　　 利息の受取額 －                 －                 

     投資活動による収入 700    1,451    

     財務活動による収入 －                 －                 

     前年度よりの繰越金 1,129    472    



[別紙２０]

資金計画（平成２６年度）

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 資金支出 297,638    242,207    

     業務活動による支出 71,748    19,732    

       　業務支出 71,361    19,029    

       　人件費 215    253    

       　管理諸費 173    449    

     投資活動による支出 －                 1,041    

     財務活動による支出 217,607    214,202    

     次年度への繰越金 8,284    7,233    

 資金収入 297,638    242,207    

     業務活動による収入 81,797    72,237    

       　業務収入 81,797    72,232    

       　運営費交付金による収入 －                 －                 

      　 国庫補助金による収入 －                 －                 

       　その他の収入 －                 －                 

　　　　 利息の受取額 －                 5    

     投資活動による収入 －                 －                 

     財務活動による収入 207,158    158,138    

     前年度よりの繰越金 8,683    11,832    



[別紙２１]

資金計画（平成２６年度）

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 年度計画額 決　算　額

 資金支出 8,480    12,234    

     業務活動による支出 498    494    

       　業務支出 465    412    

       　人件費 18    25    

       　管理諸費 15    57    

     投資活動による支出 －                 3,390    

     財務活動による支出 2,112    2,112    

     次年度への繰越金 5,869    6,238    

 資金収入 8,480    12,234    

     業務活動による収入 954    941    

       　業務収入 623    583    

       　運営費交付金による収入 33    33    

      　 国庫補助金による収入 297    297    

       　その他の収入 －                 －                 

　　　　 利息の受取額 －                 27    

     投資活動による収入 －                 8,342    

     財務活動による収入 －                 －                 

     前年度よりの繰越金 7,526    2,951    
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随意契約等見直し計画 

 
平成２２年４月 

独立行政法人勤労者退職金共済機構 
 
 
１．随意契約等の見直し計画 
（１）随意契約の見直し 

平成２０年度において、締結した随意契約等について点検・見直

しを行い、以下のとおり、新たな随意契約等の見直し計画を策定す

る。 
今後、本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、速やかに

一般競争入札等に移行することとした。 
 

  
平成２０年度実績 見直し後 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

競争性のある契約 
（73.4％） （79.9％） （97.7％） （94.0％）

163 4,279,341 217 5,032,942

 

競争入札 
（22.1％） （46.9％） （45.5％） （61.2％）

49 2,510,180  101 3,276,247

企画競争、公募等 
（51.4％） （33.0％） （52.3％） （32.8％）

114 1,769,161 116 1,756,695

競争性のない随意契約 
（26.6％） （20.1％） （2.3％） （6.0％）

59 1,074,853 5 321,252

合   計 
（100％） （100％） （100％） （100％）

 222  5,354,194 222 5,354,194

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。 

（注２） 金額・％は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 

（注３）不落・不調の随意契約は、企画競争、公募等に整理している。 

 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料② 
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（２）一者応札・一者応募の見直し 
平成２０年度において、競争性のある契約のうち一者応札・一者

応募となった契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、契

約の条件、契約手続き等を見直す必要があるものが見受けられた。 
今後の調達については、競争性のない随意契約の削減に加え、こ

れら結果に留意、改善しつつ、契約手続きを進めることにより、一

層の競争性の確保に努める。 
 
（平成２０年度実績） 

実 績 件数 金額（千円） 

競争性のある契約 163 4,279,341

 
うち一者応札・一者応募 

（69.3%） 

113 

（83.3%）

3,565,878

（注１）上段（  %）は競争性のある契約に対する割合を示す。 

（注２）一者応募には、要件を満たす全ての者と契約する公募（46 件、268,898 千円）が

含まれる。 

 
（一者応札・一者応募案件の見直し状況） 

見直し方法等 件数 金額（千円） 

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施（注1） 
(4.4%) 

５ 

(56.5%)

2,014,982

 
仕様書の変更 0 0

参加条件の変更 0 0

公告期間の見直し 1 9,351

その他 4 2,005,630

契約方式の見直し 
(0.9%) 

1 

(0.9%)

32,745

その他の見直し 
(94.7%) 

107 

(42.6%)

1,518,151

点検の結果、指摘事項がなかったもの 
(0%) 

0 

(0%)

0

（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があるため一致しない場合がある。 

（注２）金額・％は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 

（注３) 上段（  %）は平成２０年度の一者応札・一者応募となった案件に対する割合

を示す。 

（注４) その他の見直しには、要件を満たす全ての者と契約する公募（46件、268,898千円）

が含まれる。 
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２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み 
 
（１）契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施 
   契約監視委員会等により、競争性のない随意契約、一者応札・

一者応募になった案件を中心に点検を実施する。 
 
（２）監事及び会計監査人による監査の実施 

① 監事による監査において、随意契約の適正化を推進するため入

札・契約の適正な実施について徹底的なチェックを受ける。 
 
② 会計監査人による財務諸表監査において、入札・契約の適正な

実施についてチェックを受ける。  
 
（３）随意契約等の見直し 

① 総合評価方式の導入拡大 
情報システム、広報業務等に加え、総合評価落札方式による

一般競争入札に移行可能な業務について検討する。 
 
② 保守業務等の契約 

システム関連等の調達と不可分な関係にある保守業務等の契

約については、当該調達を行う際に保守業務等を含めた契約を

行うことができないか検討する。 
      

（４）一者応札・一者応募の見直し 
「一者応札・一者応募に係る改善方策について」に基づき、以下

の取り組みを行う。 
①  ホームページの一層の活用による情報提供の拡充を行う。 

 
②  調達内容に応じ、公告期間及び入札日から納入期限までの適切

な設定により応札の検討期間及び準備期間を十分確保する。 
 

③  入札参加資格等の応募要件・契約条件の緩和及び見直しについ 
て改善の余地がないか検討する。 

 
④  複写機の賃貸借及び情報システム等の運用、保守契約につい

ては、事業者における長期的な収支予測が可能となるよう複数

年契約を検討する。 
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平成 17 年 10 月 1 日 

 

累積欠損金解消計画 

 

独立行政法人勤労者退職金共済機構 

林 業 退 職 金 共 済 事 業 本 部 
 

１ 計画の基本的考え方 

(1) 累積欠損金発生の経緯 

林業退職金共済事業（以下「林退共」という。）において累積欠損金は平成 8

年度末に 307 百万円を計上した後、市場金利の低下に伴って増加傾向で推移し、

独立行政法人となった平成 15 年 10 月時点で 2,137 百万円となった。これは、予

定運用利回り（中小企業退職金共済法第 43 条第 5 項に基づく退職金額の算定基

礎となる率）が市場金利や平均運用利回りを上回る水準に定められていたためで

あるが、平成 15 年 10 月に予定運用利回りが 2.1％から 0.7％に引き下げられ、

その後、市場環境の好転を背景に 15 事業年度 366 百万円、16 事業年度 120 百万

円の当期利益金を確保し、平成 16 年度末では累積欠損金が 1,650 百万円に縮小

した。 

 

(2) 計画の性格 

累積欠損金をできる限り早期に解消し財務内容の健全化を図ることは、制度の

持続的な運営に当たっての 重要課題である。かかる考え方のもとに現行の中期

目標・計画（平成 15 年 10 月～20 年 3 月）も策定されているが、平成 16 年 12 月

10 日、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会より累積欠損金の解消に向け明

確な目標の下で削減に努めることが重要との意見が提出された。また、平成 17 年

3 月 17 日、厚生労働省労働基準局長から機構に対して「中小企業退職金共済制度

の運営改善について」の通知が出された。このため、本計画を策定し、累積欠損

金の解消に当たっての具体的な解消年限、中期計画期間内の解消目標額及び年度

ごとに解消すべき累積欠損金の額としての目安額を明らかにするとともに、具体

的な対策の基本となる考え方を示すこととするものである。 

なお、本計画については、経済情勢の変化や目標達成の進捗状況等を踏まえ中

期計画策定時等において必要な見直しを行う。 

 

添付資料③ 
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(3) 計画の前提 

① 予定運用利回り 

年 0.7％  

 

② 責任準備金推計値 

別表のとおり。 

なお、責任準備金推計に当たって必要となる掛金収入、退職給付金等は、近

年の加入者数の動向等を勘案し、直近 3か年のデータにより推計した。 

 

③ 計画の始期 

平成 17 年度を初年度とする。  

 

 

２ 計画の課題 

(1) 累積欠損金の解消年限 

解消年限の分析結果によれば、平成 30 年度末で概ね 50％の確率で解消できる

こととなっているが、達成可能な目標として設定するにはより確実性を担保する

必要があり、このため一定期間解消年限を延長することが適当である。 

また、単年度の収支はその時点の運用環境の動向に左右されることから、解消

目標額は単年度ごとではなく、一定の期間内に設定すべきであること、機構はそ

の運営に当たり中期目標の下に策定された中期計画の履行状況を評価されるこ

とに鑑み、累積欠損金の計画的解消の目標年限は中期計画期間を念頭に定めるこ

とが望ましい。 

以上のことから、現行中期計画を踏まえ次期以降の中期計画期間を 5年と想定

して、累積欠損金の解消年限は平成 17 年度を始期として、第 4 期中期計画終了

時の 34 年度末までの 18 年間とする。 

 

(2) 中期計画期間内の解消目標額及び年度ごとに解消すべき累積欠損金の額とし

ての目安額 

平成 16 年度末の累積欠損金 1,650 百万円を 18 年間で解消する場合、各期間均

等に解消していくこととすれば年間約 92 百万円となる。 

したがって、年度ごとに解消すべき累積欠損金の額としての目安額は 92 百万

円とし、中期計画 1期間（5年間）当たりの解消目標額は 460 百万円とする。  
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(3) 達成すべき運用利回り（目安）    

達成すべき運用利回り（目安）は、予定運用利回り 0.7％に加えて、年度ごと

に解消すべき累積欠損金の額としての目安額に相当する収益が必要となること

から、1.33％とする。 

 

 

３ 累積欠損金の解消を図るための措置 

(1) 収益改善に係る方策 

① 健全な資産運用 

資産運用の基本方針に定めた基本原則・運用目的に基づき、予定運用利回り

を前提に中期的に林退共制度の健全性の向上に必要な収益の確保を目指し、

適な資産配分である基本ポートフォリオの選定及び維持管理に努め、安全にし

て効率的な資産運用を実施する。 

また、資産運用の実績を的確に評価し、健全な資産運用を実施するため、外

部の専門家から運用の基本方針に沿った資産運用が行われているかを中心に

運用実績の評価を受け、評価結果を事後の資産運用に反映させる。 

 

② 積極的な加入促進 

関係官公庁及び関係事業主団体等との連携の下に、費用対効果を考慮しつつ

以下を中心に加入促進対策を効果的・機動的に実施する。 

イ 広報資料等による周知広報活動 

・ 制度内容・加入手続等を掲載したパンフレット等の広報資料を配布すると

ともに、ホームページを活用して共済制度の周知広報を実施する。 

・ 関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備付け及びこ

れらの機関等が発行する広報誌等へ共済制度に関する記事の掲載を依頼

する。 

ロ 各種会議、研修会等における加入勧奨等 

・ 関係官公庁及び関係事業主団体等が開催する各種会議、研修会等において、

制度の周知広報を依頼する。 

ハ 個別事業主に対する加入勧奨等 

・ 機構が委嘱した普及推進員による相談業務等を通じて個別事業主に対す

る加入勧奨を行う。 
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・ 林業に係る関係事業主団体の協力を得て、未加入事業主名簿を整備し、加

入勧奨を行う。 

ニ 集中的な加入促進対策の実施 

・ 厚生労働省の協力を得て、毎年度、加入促進強化月間を設定し、月間中､

全国的な周知広報活動等を集中的に展開するとともに、共済制度の普及推

進等に貢献のあった者に対する表彰を行う。 

・ 林業関係団体との連携強化を図り、本制度の周知徹底により、加入促進と

履行の確保の実施。特に、各団体ごとの未加入事業主リストを提示し、団

体として加入促進に取り組むよう要請を行う。 

ホ 他制度と連携した加入促進対策の実施 

・ 独自に掛金の助成・補助制度を実施する地方公共団体等の拡大・充実を働

きかける。 

・ 「緑の雇用」の実施にあたり、林退共制度への加入について事業者に指導

するよう関係機関に要請を行う。 

 

(2) 経費節減の方策 

可能な限り契約方式を一般競争入札に変更するとともに、退職金共済事業の各

業務の見直しを行い、事務の効率化に伴って全体の経費節減を図ることによって

給付経理から業務経理への繰入額を節減し、累積欠損金の解消に充てる。 
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別表 

（単位：百万円） 

年度 責任準備金 

17 15,330 

18 14,604 

19 13,903 

20 13,230 

21 12,589 

22 11,983 

23 11,415 

24 10,887 

25 10,411 

26 9,962 

27 9,570 

28 9,228 

29 8,941 

30 8,708 
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独立行政法人勤労者退職金共済機構 

平成２６事業年度に係る資産運用結果に対する 

運用目標等の部分に関する評価報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年６月３０日 

 
独立行政法人勤労者退職金共済機構 

資 産 運 用 評 価 委 員 会             
 

添付資料⑤ 
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1 
 

 
は じ め に 

 

 

独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)は、中小企業退職金共済法

(以下「中退法」という。)に基づき、中小企業の従業員に係る退職金共済制度の運営を行

っており、この中で、事業主から収納した掛金等の資産運用を行っている。機構は、資産

運用に当たっては、中退法に基づき、資産運用の目的、目標、基本ポートフォリオなどを

定めた資産運用の基本方針を策定することとされている。 

当委員会が機構の資産運用結果の評価を行うに当たっては、資産運用の基本方針に沿っ

た運用がなされているかどうかを中心として評価することとし、平成26年度の資産運用結

果を評価するため、関連の数値が確定する時期を待って平成27年6月10日に委員会を開

催し、機構から運用結果の報告を受けた。平成26年度の資産運用結果の全般にわたる個別

具体的な評価については、できる限り早期に評価することとしているが、厚生労働大臣の

評価に資するため、今般、平成26年度の特に運用目標等の部分に関する評価を行った。 

 

 

 ※数値の端数処理については四捨五入としている。 
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2 
 

１．運用目標の達成状況について 

 

○ 各共済事業ともに資産運用に当たっては、中退法及び関係省令・告示に則った運用

方法によって実施している。 

運用に際しては他の関係法令を遵守するとともに、事業の安定的な運営及び制度の

健全性の確保のために必要な運用収益を確保するため、運用の基本方針に定めた 適

な資産の組み合わせである基本ポートフォリオに沿った資産配分を行っている。 

 

○ 基本ポートフォリオに定める資産配分割合の乖離許容幅に資産配分実績が収まる

よう、月次データ管理を行い、これを維持するよう適切に対応している。 

  

○ 各共済事業における収益の状況等は以下〈１〉～〈４〉の通りである。 

委託運用は、一般の中小企業退職金共済事業（以下「中退共事業」という。）、建

設業退職金共済事業（以下「建退共事業」という。）給付経理及び同事業特別給付経

理、清酒製造業退職金共済事業（以下「清退共事業」という。）給付経理並びに林業

退職金共済事業（以下「林退共事業」という。）において行っている。 

平成 26 年度は、全体でみれば制度の健全性の向上や事業の安定的な運営に資する運

用収益の確保が行われたものと評価できる。一方、各経理ごとにみれば、ベンチマー

クを下回っている事業もあり、これらの経理を所掌する事業本部においては、各共済

事業の経理の実情も勘案した上で、ベンチマークをはじめとする各種指標の動きを十

分踏まえるとともに、パフォーマンスの改善に向けた取組を行う必要がある。 

自家運用については、長期・安定的な債券投資を行う観点からバイ・アンド・ホー

ルドを原則として確実な資産運用を実施している。いくつかの経理においては、退職

給付金が掛金収入を大きく上回る状況の中で、退職金支払い資金の確保のため、償還

期間が比較的短く利回りの低い債券により運用を行っており、各事業の実情を勘案す

れば、適切な運用が行われていると評価できる。 

 

○ 平成 26 年度は、中退共事業においては、前年度を上回る大きな運用収益をあげた

ことにより、平成27年度において、平成26年度を上回る付加退職金支給率が定めら

れることにつながった。 

また、累積欠損金のある林退共事業においては、大幅な当期総利益を計上し、年度

ごとの目標の２倍を上回る累積欠損金の削減が実現した。 

中退共事業、建退共事業及び清退共事業においては、中期的に事業の安定的な運営

を維持しうる運用収益の確保、また、林退共事業においては、中期的に事業の健全性

の向上に必要な運用収益の確保に引き続き努力する必要があると考えられる。 
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3 
 

〈1〉一般の中小企業退職金共済事業 

平成27年3月末運用資産残高は4兆5,766億 75百万円、その運用収益は前年度を上

回る 2,828 億 32 百万円（うち金銭信託評価益 2,498 億 51 百万円）、決算運用利回りは

6.61％である（別表Ｉ－１）。 

このうち、委託運用（金銭信託・新団体生存保険）に係るパフォーマンスをみると、

資産別では、国内債券は 0.17％ベンチマークを上回ったが、国内株式は 1.59％、外国

債券は 0.41％、外国株式は 0.15％ベンチマークを下回った。全体としては、基本ポー

トフォリオに定める各資産の資産配分で加重した超過収益率の合計がマイナス 0.32％

となった（別表Ⅰ－２）。 

自家運用（有価証券）に係る決算運用利回りは1.25％であった（別表Ⅰ－２（参考））。 

  なお、平成26年度の当期総利益は1,656億 23百万円となり、利益剰余金3,801億 24

百万円を計上した。 

  これらを踏まえると、全体としては概ね金融市場の状況を踏まえ、中退共事業の安定

的な運営を維持しうる運用収益を確保していると評価できるが、超過収益率の合計がマ

イナスとなったことにかんがみ、委託する運用機関構成（マネジャー・ストラクチャー）

の見直しを検討することが望まれる。 

 

〈2-1〉建設業退職金共済事業給付経理 

平成27年3月末運用資産残高は9,243億 43百万円、その運用収益は前年度を上回る

349 億 25 百万円（うち金銭信託評価益 271 億 83 百万円）、決算運用利回りは 3.89％で

ある（別表Ⅱ－１）。 

このうち、委託運用（金銭信託）に係るパフォーマンスをみると、資産別では、国内

債券は 0.34％、外国債券は 0.05％、短期資産は 0.30％ベンチマークを上回ったが、国

内株式は1.17％、外国株式は0.06％ベンチマークを下回った。 

全体としては、時間加重収益率が 9.99％となりベンチマークを 0.33％上回るパフォ

ーマンスとなった。（別表Ⅱ－２）。 

自家運用（有価証券）に係る決算運用利回りは1.32％であった（別表Ⅱ－２（参考））。 

なお、平成26年度の当期総利益は218億94百万円となり、利益剰余金は1,087億 20

百万円を計上した。 

これらを踏まえると、建退共事業の安定的な運営を維持しうる運用収益の確保と金融

市場の状況を踏まえた運用が行われていると評価できる。       

 

〈2-2〉建設業退職金共済事業特別給付経理 
平成27年3月末運用資産残高は338億79百万円、その運用収益は前年度を上回る14

億72百万円（うち金銭信託評価益12億57百万円）、決算運用利回りは4.43％である（別

表Ⅱ－３）。 

このうち、委託運用（金銭信託）に係るパフォーマンスをみると、資産別では、国内
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債券は0.29％、国内株式は3.81％、外国債券は0.01％、短期資産は0.31％ベンチマー

クを上回ったが、外国株式は1.45％ベンチマークを下回った。 

全体としては、時間加重収益率が 9.39％となり、ベンチマークを 0.64％上回るパフ

ォーマンスとなった。（別表Ⅱ－４）。 

自家運用（有価証券）に係る決算運用利回りは1.23％であった（別表Ⅱ－４（参考））。 

なお、平成 26 年度の当期総利益は 8 億 29 百万円となり、利益剰余金は 151 億 92 百

万円を計上した。 

これらを踏まえると、建退共事業の安定的な運営を維持しうる運用収益の確保と、金

融市場の状況を踏まえた運用が行われていると評価できる。 

 

〈3-1〉清酒製造業退職金共済事業給付経理   

平成27年3月末運用資産残高は45億75百万円、その運用収益は1億39百万円（う

ち金銭信託評価益1億3百万円）、決算運用利回りは3.09％である（別表Ⅲ－１）。 

このうち、委託運用（金銭信託）に係るパフォーマンスをみると、資産別では、国内

債券は0.15％、国内株式は1.21％ベンチマークを上回った。 

なお、本経理では平成 26 年 2 月から基本ポートフォリオの変更を行い、同年３月か

ら４資産（国内債券、国内株式、外国債券、外国株式）を２資産（国内債券、国内株式）

に減している。 

全体としては、時間加重収益率が14.55％となり、ベンチマークを1.09％上回るパフ

ォーマンスとなった（別表Ⅲ－２）。 

自家運用（有価証券）に係る決算運用利回りは1.03％であった（別表Ⅲ－２（参考））。 

なお、平成 26 年度の当期総利益は 59 百万円となり、利益剰余金は 25 億 7 百万円を

計上した。 

これらを踏まえると、清退共事業の安定的な運営を維持しうる運用収益の確保と、金

融市場の状況を踏まえた運用が行われていると評価できる。 

 

〈3-2〉清酒製造業退職金共済事業特別給付経理 

平成27年3月末運用資産残高は3億10百万円、その運用収益は2百万円、決算運用

利回りは0.53％である（別表Ⅲ－３）。 

資産規模の小さい清退共事業特別給付経理においては、市場運用している金銭信託を

行っていない。 

なお、平成26年度の当期総損失は2万円となり、利益剰余金は1億77百万円を計上

した。 

 

〈4〉林業退職金共済事業 
平成27年3月末運用資産残高は138億68百万円、その運用収益は3億64百万円（う

ち金銭信託評価益2億60百万円）、決算運用利回りは2.69％である（別表Ⅳ－１）。 
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このうち、委託運用（金銭信託）に係るパフォーマンスをみると、資産別では、国内

債券は 0.04％、国内株式は 4.00％ベンチマークを上回ったが、外国債券は 0.13％ベン

チマークを下回った。特に国内株式は平成 25 年度の 1.40％を大きく上回るものとなっ

た。 

全体としては、時間加重収益率が 5.75％となりベンチマークを 0.28％上回るパフォ

ーマンスとなった（別表Ⅳ－２）。 

自家運用（有価証券）に係る決算運用利回りは1.34％であった（別表Ⅳ－２（参考））。 

なお、平成26年度の当期総利益は、2億 7百万円となった。これにより、平成17年

10月に機構が策定した「累積欠損金解消計画」において、年度ごとに解消すべき累積欠

損金の額（以下「解消目安額」という。）として定められている 92 百万円を 2 倍以上

上回る累積欠損金の削減につながった。（なお、平成 26 年度末の累積欠損金は 7 億 95

百万円） 

これらを踏まえると、林退共事業の健全性の向上に必要な運用収益の確保と金融市場

の状況を踏まえた運用が行われていると評価できる。 

 

２．基本方針の遵守状況について 

平成 26 年度の運用結果報告を踏まえると、以下①及び②の実施等により、定量的な

指標が定められた基本方針の事項については、定期的に資産運用委員会を開催して審議

を行うこと等により適切な管理がなされていると認められる。 

① 資産配分割合の乖離許容幅に資産配分実績が収まるような基本ポートフォリオ

管理 

中退共事業においては、以下のリバランスの実施 

・ 平成26年11月末における国内債券の資産配分割合が乖離許容幅（±5.0％）

の下限を超過したことから、機構が定める資産間リバランス月次運営基準に則

り、翌12月に乖離許容幅の下限の1/2（-2.5％）までに引き上げるリバランス 

・ 平成27年3月末においては、国内債券、国内株式の構成割合が資産間リバラ

ンス年度運営基準に抵触（それぞれ乖離許容幅の上下限の 1/2 を超過。）した

ため、翌4月に、マイナスへ乖離した国内債券の構成割合を乖離許容幅の下限

の1/2（-2.5％）までに引き上げるリバランス 

② 自家運用に関する同一発行体への投資額及び取得格付けについての制限 

また、平成 26 年 8 月に、同年 2 月に金融庁より公表された「責任ある機関投資家」

の諸原則＜日本版スチュワードシップ・コード＞の受入れを表明し、国内株式を保有す

る「資産保有者としての機関投資家」として、委託運用を通じ同コードに定める各原則

への対応を進めていることについても評価できる。 

この他、法令等に反したと認められる場合の委託契約の解除、資産運用を委託してい

る民間金融機関のシェア変更、運用管理等その他の事項についても適切に行われている

ことが認められる。 
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これらを踏まえると、各事業とも、全般として基本方針に沿った運用に努めていると

評価できる。 
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＜一般の中小企業退職金共済事業＞ 

給付経理 

別表Ⅰ-１平成 26 年度決算の概要 

区  分 平成26年度 参考（平成25年度） 

期末運用資産残高 4,576,675百万円  4,284,845百万円  

(期末資産残高) ( 4,583,774百万円)  ( 4,291,879百万円) 

運 用 収 益 

（うち金銭信託評価益） 

282,832百万円 

(249,851百万円) 

262,424百万円 

(228,602百万円) 

決算運用利回り 6.61% 6.55% 

当 期 総 利 益 165,623百万円 160,645百万円 

利 益 剰 余 金 380,124百万円 214,501百万円 

（注）1.期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高

から貸借対照表の未収収益等を控除した資産の総額である。 

   2.運用収益は、運用収入から運用費用を減じたものである。 

3.決算運用利回りは、運用収益を運用資産の平均残高で除したものである。 

 

別表Ⅰ-２ パフォーマンス状況 

委託運用（金銭信託・新団体生存保険） 

資産区分 
時間加重収益率 ベンチマーク 超過収益率 

① 構成比 ② 構成比 ①－② 

国 内 債 券  3.14% 

36.2%  2.97%  40.9% 

0.17% 

 アクティブ 3.30% 0.33%

 パッシブ  2.93% -0.04%

国 内 株 式   29.10% 

22.7%  30.69%  19.7% 

  -1.59% 

 アクティブ  27.75% -2.94%

 パッシブ   30.79%  0.10%

外 国 債 券   11.87% 

20.0%  12.28%  19.7% 

 -0.41% 

 アクティブ  11.92% -0.36%

 パッシブ  11.71%  -0.57%

外 国 株 式  23.38% 

21.1%  23.54%  19.7% 

  -0.15% 

 アクティブ 23.75% 0.21%

 パッシブ 22.42%   -1.12%

合  計  14.68% 100.0%  ― 100.0% -0.32% 

（注）1.委託運用のうち生命保険資産、有価証券信託についてはベンチマーク比較に適さないこと

から除いている。 
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2.時間加重収益率は、費用控除前である。 

3.時間加重収益率の構成比は期末構成比であり、期中の変化を反映したものとは必ずしも一

致しない。 

4.ベンチマークの構成比は、基本ポートフォリオ策定時に前提とした委託運用（金銭信託・

新団体生存保険）に係る各資産の割合（国内債券16.0％ 国内株式7.7％ 外国債券7.7％ 

外国株式7.7％）に基づき再計算した構成比である。 

5.委託運用（金銭信託・新団体生存保険）の資産毎のベンチマークは、基本方針に定めてい

る以下の指標による。 

・ 国 内 債 券  ＮＯＭＵＲＡボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国 内 株 式  ＴＯＰＩＸ（配当込み） 

・ 外 国 債 券  シティグループ世界国債インデックス（日本を除く、円換算） 

・ 外 国 株 式  ＭＳＣＩ（ＫＯＫＵＳＡＩ、円換算、配当再投資、ＧＲＯＳＳ） 

6.超過収益率の合計は、基本ポートフォリオに定める各資産の資産配分で加重した合計値で

ある。 

7.単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

（参考） 自家運用（有価証券） 

決算運用利回り （参考値） 

1.25％ 1.28％ 

（注）1.決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

2.参考値はＮＯＭＵＲＡボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利

率（総合：26年3月末～27年2月末の単純平均）である。 

 

＜建設業退職金共済事業＞ 

１.給付経理 

別表Ⅱ-１ 平成26年度決算の概要 

区      分 平成26年度 参考（平成25年度）

期末運用資産残高 924,343百万円 885,209百万円 

（期 末 資 産 残 高）    （929,035百万円）   （890,079百万円）

運 用 収 益 

(うち金銭信託評価益) 

34,925百万円 

(27,183百万円)

28,652百万円 

(20,638百万円) 

決算運用利回り 3.89％ 3.31％ 

当 期 総 利 益 21,894百万円 18,566百万円 

利 益 剰 余 金 108,720百万円 86,827百万円 

(注) 1.期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高

から貸借対照表の未収収益等を控除した資産の総額である。 

   2.運用収益は、運用収入から運用費用を減じたものである。 

3.決算運用利回りは、運用収益を運用資産の平均残高で除したものである。 
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別表Ⅱ-２ パフォーマンス状況 

 委託運用(金銭信託) 

資産区分 
① 時間加重収益率 ② ベンチマーク ①－② 

超過収益率 構成比  構成比 

国内債券 3.31％ 64.4％ 2.97％ 63.8％ 0.34％

国内株式 29.52％ 16.7％ 30.69％ 16.8％ -1.17％

外国債券 12.33％ 7.8％ 12.28％ 8.2％ 0.05％

外国株式 23.48％ 8.2％ 23.54％ 8.2％ -0.06％

短期資産 0.34％ 2.9％ 0.03％ 3.0％ 0.30％

合 計 9.99％ 100.0％ 9.66％ 100.0％ 0.33％

(注)1.委託運用のうち生命保険資産、有価証券信託については、ベンチマーク比較に適さない

ことから除いている。 

2.時間加重収益率は、費用控除前である。 

3.①の構成比欄は期末構成比であり、期中の変化を反映した時間加重収益率のものとは必

ずしも一致しない。 

4.②の構成比欄は、各受託機関に提示した資産構成に基づいて計算された金銭信託全体の

構成比である。 

5.ベンチマークの合計欄は、構成比による加重平均である。 

6.委託運用（金銭信託）の資産ごとのベンチマークは、基本方針に定めている以下の指標

による。 

・ 国 内 債 券  NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国 内 株 式  TOPIX（配当込み） 

・ 外 国 債 券  シティグループ世界国債インデックス（日本を除く、円換算） 

・ 外 国 株 式  MSCI（KOKUSAI、円換算、配当再投資、GROSS） 

・ 短 期 資 産   コールレート（翌日もの、有担保、月中平均） 

7.短期資産には、外貨建資産の為替差損益(約定日と受渡日の為替レートの差損益)等が含

まれている。 

8.単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

(参考) 自家運用（有価証券） 

資 産 区 分  決算運用利回り 参考値 

有 価 証 券 1.32％  1.28％ 

(注)1.決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

2.参考値はNOMURAボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総 

合：26年3月末～27年2月末の単純平均）である。 
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２．特別給付経理 

別表Ⅱ‐３ 平成26年度決算の概要 

区    分 平成26年度 参考（平成25年度）

期 末 運 用 資 産 残 高 33,879百万円  33,190 百万円  

（期 末 資 産 残 高          ） （33,979百万円） （33,329 百万円） 

運 用 収 益 

（うち金銭信託評価益） 

1,472百万円 

(1,257 百万円) 

1,147百万円 

(891 百万円) 

決 算 運 用 利 回 り 4.43％  3.49％ 

当 期 総 利 益 829百万円 521百万円 

利 益 剰 余 金 15,192百万円 14,362百万円 

(注)1.期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高

から貸借対照表の未収収益等を控除した資産の総額である。 

   2.運用収益は、運用収入から運用費用を減じたものである。 

3.決算運用利回りは、運用収益を運用資産の平均残高で除したものである。 

 

別表Ⅱ‐４ パフォーマンス状況 

 委託運用（金銭信託） 

資産区分 
① 時間加重収益率 ② ベンチマーク ①－② 

超過収益率  構成比  構成比 

国内債券 3.26％ 69.5％ 2.97％ 68.1％ 0.29％

国内株式 34.49％ 13.7％ 30.69％ 14.5％ 3.81％

外国債券 12.29％ 7.0％ 12.28％ 7.2％ 0.01％

外国株式 22.09％ 6.9％ 23.54％ 7.2％ -1.45％

短期資産 0.35％ 3.0％ 0.03％ 3.0％ 0.31％

合 計 9.39％ 100.0％ 8.75％ 100.0％ 0.64％

(注)1.委託運用のうち生命保険資産については、ベンチマーク比較に適さないことから除いて

いる。 

2.時間加重収益率は、費用控除前である。 

3.①の構成比欄は期末構成比であり、期中の変化を反映した時間加重収益率のものとは必

ずしも一致しない。 

4.②の構成比欄は、各受託運用機関に提示した資産構成に基づいて計算された金銭信託全

体の構成比である。 

5.ベンチマークの合計欄は、構成比による加重平均である。 

6.委託運用（金銭信託）の資産ごとのベンチマークは、基本方針に定めている以下の指標

による。 

・ 国 内 債 券  NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国 内 株 式  TOPIX（配当込み） 
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・ 外 国 債 券  シティグループ世界国債インデックス（日本を除く、円換算） 

・ 外 国 株 式  MSCI（KOKUSAI、円換算、配当再投資、GROSS） 

・ 短 期 資 産   コールレート（翌日もの、有担保、月中平均） 

7.短期資産には、外貨建資産の為替差損益（約定日と受渡日の為替レートの差損益）等が

含まれている。 

8.単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

（参考）自家運用（有価証券） 

資産区分  決算運用利回り 参考値 

有価証券 1.23％ 1.28％ 

(注)1.決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

2.参考値はNOMURAボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総 

合：26年3月末～27年2月末の単純平均）である。 

 

＜清酒製造業退職金共済事業＞ 

１．給付経理 

別表Ⅲ‐１ 平成26年度決算の概要 

区    分 平成26年度 参考（平成25年度）

期末運用資産残高 4,575百万円 4,666百万円 

（期末資産残高） （4,607百万円） （4,691百万円） 

運 用 収 益 

（うち金銭信託評価益）  

139百万円 

(103百万円) 

128百万円 

(93百万円)  

決算運用利回り 3.09% 2.80% 

当 期 総 利 益 59百万円 32百万円 

利 益 剰 余 金 2,507百万円 2,449百万円 

（注）1.期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高

から貸借対照表上の未収収益等を控除した資産の総額である。 

2.運用収益は、運用収入から運用費用を減じたものである。 

3.決算運用利回りは、運用収益を運用資産の平均残高で除したものである。 

 

別表Ⅲ‐２ パフォーマンス状況 

 委託運用（金銭信託） 

資産区分 
① 時間加重収益率 ②ベンチマーク ① －② 

超過収益率  構成比  構成比 

国内債券 3.12% 55.2% 2.97% 60.1% 0.15%

国内株式 31.90% 44.8% 30.69% 39.9% 1.21%

合  計 14.55% 100.0% 13.47% 100.0% 1.09%

（注）１．時間加重収益率は、費用控除前である。 

２．①の構成比欄は、期末構成比であり、期中の変化を反映した時間加重収益率のものとは必ず
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しも一致しない。 

３．②の構成比欄は、受託運用機関に提示した構成比である。 

４．ベンチマークの合計欄は、構成比による加重平均である。 

５．委託運用（金銭信託）の資産ごとのベンチマークは、基本方針に定めている以下の指標による。 

・ 国 内 債 券 NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国 内 株 式 TOPIX（配当込み） 

６．単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

(参考) 自家運用（有価証券） 

資 産 区 分 決算運用利回り 参考値 

有価証券   1.03％  1.28％ 

(注)1.決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

2.参考値はNOMURAボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総 

合：26年3月末～27年2月末の単純平均）である。 

 

２．特別給付経理 

別表Ⅲ‐３ 平成26年度決算の概要 

区    分 平成26年度 参考(平成)25年度 

期末運用資産残高 310百万円 315百万円 

（期末資産残高） （310百万円） （315百万円） 

運 用 収 益 2百万円 2百万円 

決算運用利回り 0.53% 0.72% 

当 期 総 利 益 ▲2万円 12万円 

利 益 剰 余 金 177百万円 177百万円 

（注）1.期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残

高から貸借対照表上の未収収益等を控除した資産の総額である。 

2.運用収益は、運用収入から運用費用を減じたものである。 

3.決算運用利回りは、運用収益を運用資産の平均残高で除したものである。 

 

別表Ⅲ‐４ パフォーマンス状況 

 （参考） 自家運用（有価証券） 

資産区分 決算運用利回り 参考値 

有価証券   0.62％ 1.28％ 

(注)1.決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

2.参考値はNOMURAボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総 

合：26年3月末～27年2月末の単純平均）である。 
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＜林業退職金共済事業＞ 

給付経理 

別表Ⅳ‐１ 平成26年度決算の概要 

区      分 平成26年度 参考（平成25年度）

期末運用資産残高 

（期末資産残高） 

13,868百万円 

（13,963百万円）

13,599百万円 

（13,707百万円）

運 用 収 益 

(うち金銭信託評価益) 

364百万円 

(260百万円) 

227百万円 

(119百万円) 

  決算運用利回り 2.69% 1.69% 

当 期 総 利 益 207百万円 93百万円 

累 積 欠 損 金 795百万円 1,002百万円 

（注）1.期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残

高から貸借対照表の未収収益等を控除した資産の総額である。 

2.運用収益は、運用収入から運用費用を減じたものである。 

3.決算運用利回りは、運用収益を運用資産の平均残高で除したものである。 

 

別表Ⅳ‐２ パフォーマンス状況 

  委託運用（金銭信託） 

資産区分 
① 時間加重収益率 ② ベンチマーク ①－② 

超過収益率 構成比  構成比 

国内債券 3.01％  86.6％ 2.97％  86.8％ 0.04％

国内株式 34.69％  8.0％ 30.69％  7.8％ 4.00％

外国債券 12.15％ 5.3％ 12.28％  5.4％ -0.13％

合 計 5.75％ 100.0％ 5.47％ 100.0％ 0.28％

(注)1.時間加重収益率は、費用控除前である。 

2.①の構成比欄は、期末構成比であり、期中の変化を反映した時間加重収益率のものとは

必ずしも一致しない。 

3.②の構成比欄は、受託運用機関へ提示した構成比である。 

4.ベンチマークの合計欄は、構成比による加重平均である。 

5.委託運用（金銭信託）の資産区分ごとのベンチマークは、基本方針に定めている以下の

指標による。 

・ 国 内 債 券  ＮＯＭＵＲＡボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国 内 株 式  ＴＯＰＩＸ（配当込み） 

・ 外 国 債 券  シティグループ世界国債インデックス（日本を除く、円換算） 

6.単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 
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（参考） 自家運用（有価証券） 

資産区分 決算運用利回り  参考値 

有価証券等 1.34％ 1.28％ 

(注)1.決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

2.参考値はNOMURAボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総 

合：26年3月末～27年2月末の単純平均）である。 
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（注）

　

　本文中、枠囲みの文章は「資産運用の基本方針」の抜粋である。

※ 数値の端数処理について

・当期総利益、利益剰余金の端数は、切り捨て

・当期総損失、繰越欠損金の端数は、切り上げ

・上記以外の数値については四捨五入
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は  じ  め  に  

 
 
独立行政法人は、組織、業務等について独立行政法人評価委員会にお

いて評価されることとなっている。 

これを受け、当委員会は毎年度の資産運用結果について評価を行って

おり、平成 25 年度の資産運用結果に対する評価については資産運用の基

本方針に沿った運用がなされているかどうかを中心として評価すること

とし、資産運用関連の数値が確定する時期を待って平成 26 年 6 月 26 日

に委員会を開催し、機構から運用結果の報告を受け、平成 26 年 7 月 11

日の委員会において、「平成 25 事業年度に係る資産運用結果に対する運

用目標等の部分に関する評価報告書（平成 26 年 7 月 18 日）」を取りまと

めた。この評価結果は、7 月に開催された厚生労働省独立行政法人評価

委員会に報告された。 

 平成 25 年度全般にわたる個別具体的な評価については、平成 26 年 9

月 18 日に委員会を開催し、更に審議を行い本報告書に取りまとめた。 

  本報告書の内容が十分活用され、機構の資産運用がより一層適切に行

われるよう期待したい。  
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中退共 2

○一般の中小企業退職金共済事業における資産運用結果に対する評価 

 

第1 全般の評価 

 

一般の中小企業退職金共済事業（以下「中退共」という。）の平成25年度の資産運用に

関しては、中期的に制度の健全性の向上に必要な収益を確保するという運用の目標の達成

に向けて、基本ポートフォリオに定める資産配分割合を維持した上で、適切に行われてい

る。また、委託運用において資産合計の超過収益率がプラスになるとともに、利益剰余金

を増加させ、平成26年度において、平成18年度以来8年ぶりとなる付加退職金支給率が

定められることとなるなど、市場の状況を踏まえて適切な運用が行われていると評価でき

る。 
 第２の資産運用の基本方針の規定に基づく個別項目の評価の結果にも見られるように、

一定の取り組みが行われており、運用の基本方針に沿って適切に行われたと評価できる。 

 

 

第２ 個別項目の評価 

 

１．運用の目標 

 

[資産運用の基本方針の規定]（Ⅰ－１～３） 

中退共資産の運用に当たっては、中退法その他の法令を遵守するとともに、退職金を

将来にわたり確実に給付することができるよう、安全かつ効率を基本として実施するも

のとし、中退共制度を安定的に運営していく上で必要とする収益を長期的に確保するこ

とを目的とする。 

上記に基づき、中退法第10条等に定める退職金の額を前提として、中期的に中退共

制度の健全性の向上に必要な収益の確保を目標とする。 

 

 

 表1 平成25年度決算の概要 

区  分 平成25年度 参考（平成24年度） 

期末運用資産残高 4,284,845百万円 4,022,014百万円 

(期末資産残高)  ( 4,291,879百万円)  ( 4,029,306百万円)

運用収入 

（うち金銭信託評価益） 

262,853百万円 

(228,602百万円)

259,570百万円 

(226,278百万円)

運用等費用 429百万円 522百万円 

決算運用利回り       6.55%       6.89%

（注）1.期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高か

ら貸借対照表の未収収益等を控除した資産の総額である。 

2．運用等費用は、損益計算書の運用費用、不動産管理費及び減価償却費の合計額である。 

 なお、平成24年11月に不動産を売却したため、平成25年度決算には不動産管理費及

び減価償却費は含まれていない。 
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中退共 3

3.決算運用利回りは、運用収入から運用等費用を減じたものを運用資産の平均残高で

除したものである。 

 

 

表2 資産運用の状況 

（単位：億円、％） 

運用の方法等 
平 成 2 5 年 度 末 

資産残高 構成比 時価(参考) 決算運用利回り

自 家 運 用 22,898 53.44 ― 1.40

 

有 

価 

証 

券 

国債 13,202 30.81 13,508 1.31

政府保証債 5,732 13.38 5,924 1.08

金融債 1,635 3.82 1,660 0.90

社債 287 0.67 299 4.92

円貨建外国債 1,000 2.33 1,198 4.82

小 計 21,856 51.01 22,588 1.44

預 

金 

短期運用 950 2.22 ※ 0.08

普通預金 91 0.21 ※ 0.00

小 計 1,041 2.43 ※ 0.04

委 託 運 用 19,951 46.56 ― 12.54

 

金
銭
信
託 

指定・特定金銭信託 15,995 37.33 15,995 14.97

新団体生存保険 1,946 4.54 1,946 5.89

小 計 17,941 41.87 17,941 13.95

生命保険資産 2,010 4.69 ※ 1.69

（有価証券信託） ( 11,500) ( 52.62) ― 0.00

合    計 42,848 100.00 ― 6.55

（注）1．時価（参考）において、時価の把握ができないものについては※とした。 

2．決算運用利回りは、運用収益（費用控除後）を平均残高で除したものである。 

3．短期運用は譲渡性預金である。 

4．有価証券信託は自家運用により取得した有価証券の信託による運用であり、内数

である。また、構成比は有価証券小計に対する構成比である。 

5．単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 
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表3 パフォーマンス状況 

 

委託運用（金銭信託・新団体生存保険） 

資産区分 
時間加重収益率 ベンチマーク 超過収益率 

① 構成比 ② 構成比 ①  ② 

国 内 債 券  0.67% 

36.4%  0.58%  40.9% 

0.09% 

 アクティブ 0.76% 0.18%

 パッシブ  0.55% -0.03%

国 内 株 式  18.64% 

20.0%  18.56%  19.7% 

 0.08% 

 アクティブ  20.06% 1.50%

 パッシブ  18.18%  -0.39%

外 国 債 券  14.73% 

21.3%  15.28%  19.7% 

 -0.55% 

 アクティブ  14.81% -0.47%

 パッシブ  14.42%  -0.87%

外 国 株 式  34.28% 

22.3%  32.43%  19.7% 

 1.85% 

 アクティブ 36.12% 3.69%

 パッシブ 32.31%  -0.12%

合  計  13.91% 100.0%  ― 100.0% 0.28% 

（注）1.委託運用のうち生命保険資産、有価証券信託についてはベンチマーク比較に適さな

いことから除いている。 

2.時間加重収益率は、費用控除前である。 

3.時間加重収益率の構成比は期末構成比であり、期中の変化を反映したものとは必ず

しも一致しない。 

4.ベンチマークの構成比は、基本ポートフォリオ策定時に前提とした委託運用（金銭

信託・新団体生存保険）に係る各資産の割合（国内債券16.0％ 国内株式7.7％ 外

国債券7.7％ 外国株式7.7％）に基づき再計算した構成比である。 

5.委託運用（金銭信託・新団体生存保険）の資産毎のベンチマークは、基本方針に定

めている以下の指標による。 

・ 国 内 債 券  ＮＯＭＵＲＡボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国 内 株 式  ＴＯＰＩＸ（配当込み） 

・ 外 国 債 券  シティグループ世界国債インデックス（日本を除く、円換算） 

・ 外 国 株 式  ＭＳＣＩ（ＫＯＫＵＳＡＩ、円換算、配当再投資、ＧＲＯＳＳ） 

6.超過収益率の合計は、基本ポートフォリオに定める各資産の資産配分で加重した合

計値である。 

7.単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

（参考） 自家運用（有価証券） 

決算運用利回り （参考値） 

1.44％ 1.33％ 

（注）1.決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

2.参考値はＮＯＭＵＲＡボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率

（総合：25年3月末～26年2月末の単純平均）である。 
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表4 資産配分の状況 

 

 

基本ポートフォリオ 平成25年度末の実績 

資産配分 

ａ 

乖離許容幅 資産配分 

ｂ 

乖離幅 

ｂ－ａ 

国内債券 76.9％ ±5.0％ 73.4％ -3.5％

国内株式 7.7％ ±3.0％ 8.4％ 0.7％

外国債券 7.7％ ±2.0％ 8.9％ 1.2％

外国株式 7.7％ ±3.0％ 9.3％ 1.6％

合 計 100.0％ ― 100.0％ ―

 

資産運用に当たっては、中退法及び関係省令・告示並びに基本方針に則った運用方法によ

って実施し、中退共制度の安定的な運営及び健全性の向上に必要な運用収益を確保するため、

運用の基本方針に定めた、 適な資産の組み合わせである基本ポートフォリオに沿った資産

配分を行っている。 

平成25年度の資産運用は、先進国の緩やかな景気拡大と堅調な企業業績を背景とした外国

株式市況の上昇、更に日銀による量的・質的金融緩和と安倍政権の経済政策への期待を受け

た円安および国内株式市況の上昇により、委託運用で大きな収益を計上している。また、自

家運用においても安定した収益を確保している。 

平成25年度決算については、期末運用資産残高は4兆2,848億円（対前年度2,628億円増）、

運用収入は2,629億円、運用費用は4億円、差し引き純収益は前年度を上回る2,624億円と

なり、決算運用利回りは6.55％であった。また、平成26年度付加退職金の支給率を0.0182

とするとされたことで、中退共給付経理における当期総利益は 1,606 億円、利益剰余金は

2,145億円となった。 

委託運用（金銭信託・新団体生存保険）に係るパフォーマンス状況については、資産別で

は国内債券・国内株式・外国株式がベンチマークを上回っている。外国債券はベンチマーク

を下回ったが、主な要因は当該年度にパフォーマンスが良好だったスペイン国債が、中退共

資産の運用ガイドラインに定める格付基準に抵触したことにより投資できなかった影響によ

るものである。また、資産合計では、基本ポートフォリオに定める各資産の資産配分で加重

した超過収益率の合計がプラス0.28％となった。なお、自家運用（有価証券）の決算運用利

回りは1.44％であった。 

平成25年度の資産配分については、いずれの資産も基本ポートフォリオに定める資産配分

に対する乖離許容幅の範囲内を維持している。 

 以上の状況を見れば、中退共事業に関する資産運用については、中退共制度の健全性の向

上に必要な収益の確保を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオに沿った資産配

分により、安全かつ効率を基本として適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き

適切に行われることが期待される。 
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２．基本ポートフォリオ 

 

[資産運用の基本方針の規定]（Ⅰ－４（２）） 

将来にわたる 適な資産配分である基本ポートフォリオを、中長期的観点から策定

し、これに基づく資産配分を維持するよう努める。 

基本ポートフォリオを、毎年度検証する。また、策定時の諸条件が変化した場合は、

必要に応じて基本ポートフォリオの見直しを行う。 

 

基本ポートフォリオ（平成23年4月1日改定） 

期待収益率 2.60％  標準偏差 3.02％ 

 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 合計 

資産配分  76.9％   7.7％   7.7％   7.7％ 100.0％ 

乖離許容幅 ± 5.0％ ± 3.0％ ± 2.0％ ± 3.0％ － 

 

（注）国内債券には生命保険資産（一般勘定）、預け金、不動産を含む。 

 

 

資産配分については、月次データで管理を行うなか、国内株式、外国債券、外国株式の時

価が上昇したことに伴い、平成25年10月末において国内債券が乖離許容幅の下限を超過し

たことから、資産間リバランス運営基準の月次運営基準に則り乖離許容幅の下限の1/2まで

に構成割合を引き上げるため、翌11月に国内株式、外国債券、外国株式から国内債券（自家

運用）へ資金移管を行っている。 

平成26年3月末においては、いずれの資産も乖離許容幅に収まっていたが、国内債券、外

国債券、外国株式の構成割合が資産間リバランス運営基準の年度運営基準（トリガーポイン

トを乖離許容幅の上下限の1/2に設定）に抵触したことで、マイナスへの乖離が も大きか

った国内債券の構成割合を乖離許容幅の下限の1/2までに引き上げるため、翌4月に乖離許

容幅の上限の1/2を超過した外国債券、外国株式から国内債券（自家運用）へ資金移管を行

っている。 

基本ポートフォリオの検証については、平成23年4月に改定した基本ポートフォリオにつ

いて経済予測、市場状況等に基づき検証を行った結果、リスクとリターンの関係において

も効率的に組み合わせたポートフォリオの集まりである効率的フロンティアから大きな乖離

がないことを確認している。また、基本ポートフォリオの期待収益率は2.60％が2.33％、標

準偏差は3.02％が3.32％となった。 

この検証結果を踏まえ、平成25年12月の資産運用委員会に諮り、基本ポートフォリオを

継続することとしている。 

以上の状況を見れば、基本ポートフォリオに基づく資産配分は適切に行われており、基本

ポートフォリオの検証も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われ

ることが期待される。 
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３．情報公開 

 

[資産運用の基本方針の規定]（Ⅰ－６） 

運用の基本的な方針や運用の結果等、資産運用に関する情報について、適時、公開す

る。 

 

 

資産運用に関する情報公開については、中退共事業等勘定の平成24年度の貸借対照表、損

益計算書、キャッシュ・フロー計算書等（以下、「財務諸表等」という。）を官報に公告し、

一般の閲覧に供している。また、機構ホームページには財務諸表等、資産運用の基本方針、

資産運用の状況及び運用結果等、資産運用に関する情報に説明文を加え掲載している。さら

に、平成24年度中退共事業の財務状況及び平成24年度に係る資産運用結果に対する評価報

告書と資産運用評価委員会の議事要旨を掲載している。 

以上の状況を見れば、資産運用に関する情報公開は適切に行われていると評価できる。今

後とも引き続き適切でわかりやすい情報公開に努めることが期待される。 

 

 

４．自家運用の遂行 

 

[資産運用の基本方針の規定]（Ⅱ－２） 

中退共資産の運用原資が比較的長期・安定的な資金であることから、運用対象の確実

性や長期・安定的な運用の観点を重視し、元本の償還や利払いが確実な金融商品に分散

投資する。 

（１）バイ・アンド・ホールドを原則 

（２）ラダー型ポートフォリオの構築を目指す 

（３）キャッシュフロー対応 

投資対象は円建ての金融商品とし、信用状況・クーポン・償還日等の発行条件等につ

き十分な調査、分析を行った上で銘柄選択し、かつ、発行体、残存期間等の適切な分散

化を図る。 

国債、政府保証債、地方債以外の債券を取得する場合には、信用のある格付機関のい

ずれかによりＡ格以上の格付けを得ている銘柄とする。その場合、同一の発行体が発行

した債券（金融債を除く）への投資は、原則として自家運用債券ポートフォリオの１０％

を上限の目途とする。 

上記の債券で、取得後にいずれの格付機関による格付けもＡ格未満となった債券に

ついては、発行体の債務不履行リスクに十分留意した上で、必要であれば売却の手段

を講じる。 

 

 

自家運用については、運用対象の確実性や長期･安定的な運用の観点を重視し、償還期限ま

で持ち続けるバイ・アンド・ホールドの原則を踏まえ、各年限ゾーンの満期構成を満遍なく

保有するラダー型ポートフォリオの構築及びキャッシュフロー対応を考慮し、元本の償還や

利払いが確実な国債、政府保証債、金融債の金融商品に分散投資している。 

取得後の債券管理については、同一の発行体が発行した債券が自家運用債券ポートフォリ

オの10％を超えるものはなく、また、取得後に格付制限未満となった債券は保有していない。 

以上の状況を見れば、自家運用の遂行に関しては、基本方針に定める基本的投資スタンス
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は遵守されており、リスク管理も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切

に行われることが期待される。 

 

 

５．委託運用 

（１）信託及び新団体生存保険（特別勘定） 

 

[資産運用の基本方針の規定]（Ⅲ－１（１）（２）、２（１）） 

（１）受託機関の選定 

① 資産運用受託機関 

資産運用受託機関の選定に当たっては、当該受託機関のイ）組織及び体制、ロ）

人材、ハ）運用方針及び運用スタイル・手法、ニ）リスク管理体制、ホ）事務能力

及び運用内容のディスクロージャー等を評価の上行う。 

② 資産管理受託機関 

資産管理受託機関の選定に当たっては、当該受託機関のイ）組織及び体制、ロ）

信用のある格付機関による格付け、ハ）システム対応状況及び事務能力等を評価の

上行う。 

（２）受託機関の評価 

① 資産運用受託機関 

資産運用受託機関の評価は、定量評価に定性評価を加えた総合的な評価で行う。

イ）定量評価 

各資産運用受託機関のファンド毎の時間加重収益率を、各資産別の市場インデ

ックス（ベンチマーク）と比較することにより、評価する。 

ロ）定性評価 

定性評価の項目は、（１）①に掲げる項目とする。なお、運用スタイル・手法

と実際の投資行動との整合性についても検証する。 

② 資産管理受託機関 

資産管理受託機関の評価の項目は、（１）②に掲げる項目とする。 

 

［資産運用の基本方針の規定］(Ⅲ－１（３）、２（１）） 

① 評価に基づくシェア変更 

運用の評価を行った結果に基づいて、資金運用部は各受託機関への資産配分シェ

アの変更、委託契約の解除又は運用ガイドラインの変更を行うものとする。この場

合の評価対象期間は、原則として３年～５年であるが、それよりも短い期間であっ

ても運用成績が著しく不良である場合等においては直ちに資産配分シェアの変更

又は委託契約の解除を行うことがある。 

② 政策的に行うシェア変更 

市場価格の大幅な変動により資産の構成が基本ポートフォリオから著しく乖離

し、その修正を行う必要がある場合又は運用スタイル・手法の適正な分散を目的と

して受託機関の構成の変更を行う場合等においては、受託機関の評価の優劣にかか

わらず、資金運用部の政策的判断を優先して資産配分シェアの変更、委託契約の解

除又は運用ガイドラインの変更を行うことがある。 

③ その他 

法令、契約書、本基本方針若しくは運用ガイドライン等に反したと認められる場

合又は中退共資産管理上重大な問題が生じた場合等にも、中退共資産の安全確保の
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ため緊急に資産配分シェアの変更又は委託契約の解除を行うことがある。 

 

［資産運用の基本方針の規定］(Ⅲ－１（４）⑥、２(１）） 

⑥ 資産管理及び運用状況に係る報告 

受託機関は、下記の事項につき報告を行うほか、受託者責任を踏まえ、中退共資

産の管理及び運用に関する情報を資金運用部に対して提供する。 

 

イ）報告書 

資産管理受託機関は、残高状況、損益状況（未収に係るものを含む。）、取引状

況、費用状況等に係る中退共資産の管理に関する報告書を、また、資産運用受託

機関は、これらに加えてパフォーマンス状況、ポートフォリオ状況、運用方針等

に係る中退共資産の運用に関する報告書を、資金運用部に対し少なくとも四半期

毎に提出するものとする。 

この他に資金運用部から要請があった場合には、資産管理受託機関及び資産運

用受託機関は、その指示に基づいて報告を行うものとする。 

ロ）ミーティング 

資金運用部と受託機関は、原則として四半期毎に、中退共資産の運用に関しミ

ーティングを行い、運用状況及び運用成果、並びに今後の市場見通し及びそれに

基づく運用方針、運用計画の重要事項について協議を行うものとする。その他、

資金運用部と受託機関は必要に応じ、情報交換、協議を行う。 

ハ）その他の報告 

受託機関は、法令、契約書、本基本方針又は運用ガイドライン等に反する行

為があった場合には、直ちに資金運用部に対し報告を行い、指示に従うものと

する。 

 

 

受託機関については、22 社 33 ファンドの資産運用受託機関と3社の資産管理受託機関を

採用しており、期中に新たな選定は行っていない。 

資産運用受託機関の評価については、ファンド毎の時間加重収益率をベンチマークと比較

することにより行った定量評価に、組織・運用スタイル・リスク管理体制等を評価した定性

評価を加えた総合評価により行っている。資産管理受託機関の評価については、組織及び体

制、格付、システム対応状況及び事務能力等の評価を行っている。 

評価に基づくシェア変更については、定量評価に定性評価を加えた総合評価に基づき1フ

ァンド（外国債券）を解約、2ファンド（国内株式・外国債券）を減額し、2ファンド（国内

株式・外国債券）に増額を行っている。 

政策的に行うシェア変更については、平成25年11月に、資産間リバランス運営基準にお

ける月次運営基準に定めるリバランスを行うため、4ファンド（国内株式2・外国債券1・外

国株式1）を減額し、国内債券（自家運用）に増額を行っている。また、平成26 年 4 月に、

資産間リバランス運営基準における年度運営基準に定めるリバランスを行うため、2 ファン

ド（外国債券・外国株式）を減額し、国内債券（自家運用）に増額を行っている。 

評価に基づくシェア変更後のアクティブ運用とパッシブ運用の比率をシミュレーションし

たところ、外国株式において必要なパッシブ比率を下回る結果となったことから、アクティ

ブ運用2ファンドを減額し、パッシブ運用1ファンドへ増額を行っている。 

なお、法令、契約書、基本方針等への抵触を理由とするシェア変更は行っていない。 
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資産管理・運用状況に関しては、「残高状況、損益状況、取引状況、費用状況等に係る資産

の管理に関する報告書」及び「パフォーマンス状況、ポートフォリオ状況、運用方針等に係

る資産の運用に関する報告書」の提出を義務付け、月次での資産管理及び運用状況の把握を

行っている。また、四半期ごとに運用状況及び運用成果等についてのミーティングを行って

いる。 

なお、法令、契約書、基本方針等に反する行為は行われていない。 

以上の状況を見れば、受託機関の評価及びシェア変更は基本方針に定めた基本に基づき適

切に行われていると評価できる。期中に行われなかった受託機関の選定も含め、今後とも引

き続き適切に行われることが期待される。 

 

 

（２）新企業年金保険契約（一般勘定） 

 

[資産運用の基本方針の規定] （Ⅲ－２(２)①、②） 

① 生命保険会社の選定 

生命保険会社の選定に当たっては、以下の項目を評価の上行う。 

イ）当該生命保険会社の保険金支払能力(信用ある格付機関の格付け含む) 

ロ）利回りや流動性等の商品性 

ハ）一般勘定で保有する資産の内容等 

② 生命保険会社の評価 

生命保険会社の評価は上記に掲げる項目とする。 

 

［資産運用の基本方針の規定］（Ⅲ－２（２）③） 

イ）評価に基づいて行うシェア変更 

評価を行った結果に基づいて、資金運用部は各生命保険会社への資産配分シェア

の変更、保険契約の解除を行うものとする。評価対象期間は、原則として３年～５

年であるが、それよりも短い期間であっても評価が著しく不良である場合等におい

ては直ちに資産配分シェアの変更または保険契約の解除を行うことがある。 

  ロ）政策的に行うシェア変更 

市場価格の大幅な変動により中退共資産の構成が基本ポートフォリオから著し

く乖離しその修正を行う必要がある場合、また、中退共制度を運営維持するために

行う必要がある場合等においては、資産配分シェアの変更、保険契約の解除を行う

ことがある。 

ハ）その他 

法令、契約書、本基本方針等に反したと認められる場合又は中退共資産管理上重

大な問題が生じた場合等にも、中退共資産の安全確保のため緊急に資産配分シェア

の変更又は保険契約の解除を行うことがある。 

 

［資産運用の基本方針の規定］（Ⅲ－２（２）④） 

イ）報告書 

生命保険会社は、自社の経営内容及び資産の管理･運用に関する報告書を、資金

運用部に対し少なくとも半期毎に提出するものとする。 

この他に資金運用部から要請があった場合には、生命保険会社は、その指示に基

づいて報告を行うものとする。 

ロ）ミーティング 
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資金運用部と生命保険会社は、半期毎にミーティングを行う。またそれ以外に

も必要の都度、情報交換や協議を行う。 

ハ）その他の報告 

生命保険会社は、法令、契約書、本基本方針等に反する行為があった場合には、

直ちに資金運用部に対し報告を行い、指示に従うものとする。 

 

 

生命保険会社については、7社を採用しており、期中に新たな選定は行っていない。 

生命保険会社の評価は、保険金支払能力、格付け、利回り、流動性（解約時の費用負担の

有無）、保有資産内容（資産の構成割合等）により総合的に行っている。 

既存の資産については、評価結果によるシェア変更は行っていない。新規資金のシェア配

分については、中退共制度への新規加入事業所数、加入従業員数等に基づき行っている。な

お、政策的に行うシェア変更及び法令、契約書、基本方針等への抵触を理由とするシェア変

更は行っていない。 

生命保険会社の資産管理及び運用状況については、半期毎に「経営内容及び資産の管理・

運用に関する報告書」の提出を義務付け、資産管理及び運用状況の把握を行うとともに、半

期毎に行われるミーティングを通して確認を行っている。 

なお、法令、契約書、基本方針等に反する行為は行われていない。 

以上の状況を見れば、生命保険会社の評価、シェア変更は基本方針に定めた基本に基づき

適切に行われていると評価できる。また、生命保険会社の資産管理及び運用状況の把握に関

しても適切に行われていると評価できる。期中に行われなかった生命保険会社の選定も含め、

今後とも引き続き適切に行われることが期待される。 

 

 

（３）有価証券信託による委託運用 

 

[資産運用の基本方針の規定]（Ⅲ－３（１）、（２）） 

① 受託機関の選定 

資産運用・管理受託機関の選定に当たっては、当該受託機関のイ）組織及び体制、

ロ）人材、ハ）運用方針、ニ）リスク管理体制、ホ）事務能力及び運用内容のディ

スクロージャー、ヘ）信用のある格付機関による格付け、ト）システム対応状況等

を評価の上行う。 

② 受託機関の評価 

資産運用・管理受託機関の評価は、定量評価に定性評価を加えた総合的な評価で

行うものとする。 

イ）定量評価 

運用利回り及び貸出稼働率について、各受託機関毎に比較評価を行う。 

ロ）定性評価 

定性評価の項目は、①に掲げる項目とする。 

 

［資産運用の基本方針の規定］（Ⅲ－３（３）） 

（３）受託機関のシェア変更 

① 評価に基づくシェア変更 

運用の評価を行った結果に基づいて、各受託機関への資産配分シェアの変更、委託
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契約の解除を行うものとする。この場合の評価対象期間は、原則として３年～５年で

あるが、それよりも短い期間であっても運用成績が著しく不良である場合等において

は直ちに資産配分シェアの変更又は委託契約の解除を行うことがある。 

② 政策的に行うシェア変更 

市場価格の大幅な変動により中退共資産の構成が基本ポートフォリオから著しく

乖離し、その修正を行う必要がある場合等においては、受託機関の評価の優劣にかか

わらず、政策的判断を優先して資産配分シェアの変更、委託契約の解除を行うことが

ある。 

③ その他 

法令、契約書、本基本方針等に反したと認められる場合又は資産管理上重大な問

題が生じた場合等にも、資産の安全確保のため緊急に資産配分シェアの変更又は委

託契約の解除を行うことがある。 

 

［資産運用の基本方針の規定］（Ⅲ－３（４）③） 

③ 資産管理及び運用状況に係る報告 

イ）報告書 

残高状況、損益状況（未収に係るものを含む。）、取引状況に係る資産の管理に関

する報告書を、少なくとも四半期毎に提出するものとする。この他に資金運用部か

ら要請があった場合には、その指示に基づいて報告を行うものとする。 

ロ）ミーティング 

受託機関は、原則として四半期毎に、資産の運用に関しミーティングを行い、運

用に関する重要事項について協議を行うものとする。また、それ以外にも必要の都

度、情報交換や協議を行うものとする。 

ハ）その他の報告 

法令、契約書、本基本方針等に反する行為があった場合には、直ちに報告を行

い、指示に従うものとする。 

 

 

有価証券信託については、契約中の受託機関2社のうち1社から、平成26年3月末を以っ

て債券貸借取引業務から撤退する旨の申し出があったことに伴い、平成25年9月末に残りの

1社と併せて解約することとし、新たな受託機関を公募している。なお、選定に当たっては、

組織及び体制、人材、運用方針、リスク管理体制、事務処理能力及びディスクロージャー、

信用ある格付機関による格付け、システム対応状況等について提出を受けた調査関係書類や

プレゼンテーションの内容を評価の上、新たに2社と契約を締結し10月から業務を開始して

いる。 

資産運用・管理受託機関の評価対象期間は原則として3年であるが、それよりも短い期間

であっても運用成績が著しく不良である場合等においては直ちに資産配分シェアの変更又は

委託契約の解除を行う必要があるため、新たに契約を開始した平成25年10月から運用状況

等の確認を行っている。 

資産運用・管理受託機関の資産配分シェア変更について、評価に基づくシェア変更は、受

託機関の健全性や管理体制が良好と評価したため、行っていない。また、政策的に行うシェ

ア変更及び法令、契約書、基本方針等への抵触を理由とするシェア変更は行っていない。 

資産運用・管理受託機関の資産管理及び運用状況の把握については、「残高状況、損益状況、

取引状況に係る資産の管理に関する報告書」の提出を義務付け、四半期での資産管理及び運

用状況の把握を行っている。 
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なお、法令、契約書、基本方針等に反する行為は行われていない。 

有担保取引の対象取引先を国内系金融機関に限定する等の対応を継続している。これにつ

いては、資産運用・管理受託機関との四半期ごとのミーティングを通して、他の公的機関の

対応状況、金融情勢・市場環境などを確認した上で継続している。 

以上の状況を見れば、受託機関の選定、評価及びシェア変更が基本方針に定めた基本に基

づき適切に行われていると評価できる。また、資産運用・管理受託機関の資産管理及び運用

状況の把握が適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われることが期

待される。 

 

 

６．運用管理体制 

 

［資産運用の基本方針の規定］（Ⅳ－１） 

１ 運用体制の整備、充実 

資金運用部には自家運用、外部運用受託機関のモニタリング、基本ポートフォリオの

管理等に係る事務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する担当者

を置く。 

また、資産運用の専門知識を持った人材の育成・確保に取り組み、運用体制の整備・

充実を図り、運用管理の合理化・コスト削減等に努める。 

 

［資産運用の基本方針の規定］（Ⅳ－２、３） 

２ 資産運用委員会 

運用に関する基本方針、運用計画及び資産の配分等の重要事項を審議することを目

的として、担当役職員で構成する資産運用委員会を設置する｡ 

 

３  ＡＬＭ委員会 

中退共資産運用の効率化を図るため基本ポートフォリオの作成及び基本方針等につ

いて、助言を受けることを目的として、外部の専門家で構成するＡＬＭ委員会を設置す

る｡ 

 

 

運用体制の整備、充実については、中退共資産の運用に係る業務を資金運用部が執行して

おり、資金運用部には、資産運用の専門的知識及び経験を有する担当者を運用調査役として

配置している。また、資産運用に関する専門的知識の向上及び人材育成を図る観点から、各

種セミナー・講習会等へ参加し、必要な知識の修得に努めている。 

資産運用委員会中退共部会については、余裕金の運用の重要性に鑑み、運用の基本方針、

運用計画、運用実績報告及び資産配分その他重要な事項を審議し、運用管理体制の強化と責

任体制の明確化を図ることを目的として、資産運用委員会中退共部会を設置している。同部

会は、理事長を委員長とした担当役職員で構成し、毎月1回開催し審議している。 

ＡＬＭ委員会中退共分科会については、審議事項に関する案件がなかったため、開催はし

ていない。 

以上の状況を見れば、運用体制の整備、充実は適切に行われており、資産運用委員会等の

運営も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われることが期待され

る。 
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はじめに １

○ 建設業退職金共済事業における資産運用結果に対する評価

　【第一部　給付経理】

第１ 全般の評価 ２

第２ 個別項目の評価

１．運用の目標 ２

２．基本ポートフォリオ ６

３．情報公開 ７

４．自家運用の遂行 ７

５．委託運用 ８

６．運用管理体制 １１

　【第二部　特別給付経理】

第１ 全般の評価 １３

第２ 個別項目の評価

目    次

１．運用の目標 １３

２．基本ポートフォリオ １６

３．情報公開 １７

４．自家運用の遂行 １８

５．委託運用 １８

６．運用管理体制 ２１

（注）　本文中、枠囲みの文章は「資産運用の基本方針」の抜粋である。

※ 数値の端数処理について

・当期総利益、利益剰余金の端数は、切り捨て

・当期総損失、繰越欠損金の端数は、切り上げ

・上記以外の数値については四捨五入

51



 1

は  じ  め  に  

 
 
独立行政法人は、組織、業務等について独立行政法人評価委員会にお

いて評価されることとなっている。 

これを受け、当委員会は毎年度の資産運用結果について評価を行って

おり、平成 25 年度の資産運用結果に対する評価については資産運用の基

本方針に沿った運用がなされているかどうかを中心として評価すること

とし、資産運用関連の数値が確定する時期を待って平成 26 年 6 月 26 日

に委員会を開催し、機構から運用結果の報告を受け、平成 26 年 7 月 11

日の委員会において、「平成 25 事業年度に係る資産運用結果に対する運

用目標等の部分に関する評価報告書（平成 26 年 7 月 18 日）」を取りまと

めた。この評価結果は、7 月に開催された厚生労働省独立行政法人評価

委員会に報告された。 

 平成 25 年度全般にわたる個別具体的な評価については、平成 26 年 9

月 18 日に委員会を開催し、更に審議を行い本報告書に取りまとめた。 

  本報告書の内容が十分活用され、機構の資産運用がより一層適切に行

われるよう期待したい。  
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○建設業退職金共済事業における資産運用結果に対する評価 

 

【第一部 給付経理】 

 

第１ 全般の評価 

 

建設業退職金共済事業（以下「建退共」という。）給付経理の平成 25 年度の資産

運用に関しては、中期的に制度の安定的な運営を維持しうる収益を確保するという

運用目標の達成に向けて、基本ポートフォリオに定める資産配分割合を維持した上

で、適切に行われている。また、委託運用においてベンチマークを上回るパフォー

マンスとなっているなど、市場の状況を踏まえて適切な運用が行われていると評価

できる。 

第２の資産運用の基本方針の規定に基づく個別項目の評価の結果にも見られる

ように、一定の取り組みが行われており、運用の基本方針に沿って適切に行われた

と評価できる。 

 

 

第２ 個別項目の評価 

 

１ 運用の目標 

 

（Ⅰ－１～３） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

１．建退共資産の運用に当たっては、中退法その他の法令を遵守するとと

もに、退職金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全か

つ効率を基本として実施するものとする｡ 

２．建退共資産の運用は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」と

いう。）を安定的に運営していく上で必要とされる収益を長期的に確保

することを目的とする。 

３．上記１、２に基づき、中退法施行令第 10 条に定める退職金の額を前

提として、中期的に建退共制度の安定的な運営を維持しうる収益の確保

を目標とする。 
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表１ 平成 25 年度決算の概要 

 

区      分 平成 25 年度 参考（平成 24 年度） 

期末運用資産残高  885,209 百万円  853,697 百万円 

（期 末 資 産 残 高） （890,079 百万円） （858,008 百万円） 

運 用 収 入 

(うち金銭信託評価益) 

28,715 百万円 

(20,638 百万円) 

34,398 百万円 

(26,303 百万円) 

運 用 費 用 62 百万円 65 百万円 

決 算 運 用 利 回 り 3.31％ 4.15％ 

(注) １．期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高から貸借

対照表の未収収益等を控除した資産の総額である。 

２．決算運用利回りは、損益計算書の運用収入から運用費用を減じたものを、運用資産の平均残

高で除したものである。  

 

表２ 資産運用の状況 

       （単位：億円、％） 

運 用 の 方 法 等 
平 成 2 5 年 度 末 

資産残高 構成比 時価（参考） 決算運用利回り

自 家 運 用 5,553 62.7 － 1.36

 

有
価
証
券 

国 債 1,601 18.1 1,711 1.63

政 府 保 証 債 3,428 38.7 3,558 1.39

金   融    債 277 3.1 278 0.33

小 計 5,306 59.9 5,547 1.41

預 

金 
定 期 預 金 3 0.0 ※ 0.03

短 期 運 用 160 1.8 ※ 0.10

普 通 預 金 84 1.0 ※ －

小 計 247 2.8 ※ 0.04

委 託 運 用 3,299 37.3 － 6.66

 

金 銭 信 託 2,790 31.5 2,790 7.70

生 命 保 険 資 産 509 5.8 ※ 1.17

（ 有 価 証 券 信 託 ） （1,513） （28.5） － 0.00

合 計 8,852 100.0 － 3.31

（注） １．時価（参考）欄において、時価の把握ができないものについては※とした。 

2. 決算運用利回りは、運用収益（費用控除後）を平均残高で除したものである。 

3. 短期運用は譲渡性預金である。 

4. 有価証券信託は自家運用により取得した有価証券の信託による運用であり、内数である。

また、構成比は有価証券小計に対する構成比である。 

5. 単位未満は四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 
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表３ パフォーマンス状況 

委託運用(金銭信託) 

資産区分 
① 時間加重収益率 ② ベンチマーク ①－② 

超過収益率 構成比  構成比 

国内債券 0.69％ 62.7％ 0.58％ 61.5％ 0.11％

国内株式 20.67％ 17.2％ 18.56％ 17.9％ 2.11％

外国債券 15.43％ 8.7％ 15.28％ 8.8％ 0.15％

外国株式 32.79％ 8.7％ 32.43％ 8.8％ 0.36％

短期資産 -0.03％ 2.8％ 0.04％ 3.0％ -0.07％

合 計 8.23％ 100.0％ 7.75％ 100.0％ 0.49％

（注） １.委託運用のうち生命保険資産、有価証券信託については、ベンチマーク比較に適さな

いことから除いている。 

2.時間加重収益率は、費用控除前である。 

3.①の構成比欄は期末構成比であり、期中の変化を反映した時間加重収益率のものとは

必ずしも一致しない。 

4.②の構成比欄は、各受託機関に提示した資産構成に基づいて計算された金銭信託全

体の構成比である。 

5.ベンチマークの合計欄は、構成比による加重平均である。 

6.委託運用（金銭信託）の資産ごとのベンチマークは、基本方針に定めている以下の指標

による。 

・ 国 内 債 券  NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国 内 株 式  TOPIX（配当込み） 

・ 外 国 債 券  シティグループ世界国債インデックス（日本を除く、円換算） 

・ 外 国 株 式  MSCI（KOKUSAI、円換算、配当再投資、GROSS） 

・ 短 期 資 産   コールレート（翌日もの、有担保、月中平均） 

7.短期資産には、外貨建資産の為替差損益(約定日と受渡日の為替レートの差損益)等が

含まれている。 

8.単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

(参考) 自家運用（有価証券） 

資 産 区 分  決算運用利回り 参考値 

有 価 証 券 1.41％  1.33％ 

（注） 1.決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

2.参考値は NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総合：

25 年 3 月末～26 年 2 月末の単純平均）である。 
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表４ 資産配分の状況 

 

 基本ポートフォリオ 平成 25 年度末の実績 

資産配分 

a 

乖離許容幅 

 

資産配分 

b 

乖離幅 

b－a 

国内債券 86.2％ ±7.0％ 85.4％ -0.8％ 

国内株式 5.3％ ±2.2％ 5.4％ 0.1％ 

外国債券 2.6％ ±1.3％ 2.7％ 0.1％ 

外国株式 2.6％ ±1.3％ 2.7％ 0.1％ 

短期資産 3.3％ ±3.0％ 3.7％     0.4％ 

合 計 100.0％ ― 100.0％ ― 

 

資産運用に当たっては、中退法その他の法令を遵守するとともに、運用の基本方針

に従い、退職金を将来にわたって確実に給付することができるよう、安全かつ効率を

基本として実施している。また、建退共制度の安定的な運営を維持しうる収益の確保

を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオの資産配分に沿って資産運用を

行っている。 

平成 25 年度決算については、期末運用資産残高は 8,852 億円（対前年度 315 億円

増）、運用収入は 287 億円を計上し、決算運用利回りは 3.31％であった。 

平成 25 年度の資産運用は、先進国の緩やかな景気拡大と堅調な企業業績を背景と

した外国株式市況の上昇、更に日銀による量的・質的金融緩和と経済政策への期待を

受けた円安および国内株式市況の上昇により、金銭信託で大きな収益(206 億円)を確

保している。この結果、当期総利益は 185 億円を計上し、平成 25 年度末の利益剰余

金は 868 億円となった。 

委託運用に係る金銭信託のパフォーマンス状況については、国内債券・国内株式・

外国債券・外国株式がベンチマークを上回り、短期資産がベンチマークをやや下回っ

たが、全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比＋0.49％）となっ

ている。なお、自家運用（有価証券）に係るパフォーマンス状況については、決算運

用利回りが 1.41％であった。 

資産配分の状況については、いずれの資産も基本ポートフォリオの乖離許容幅の範

囲内に収まっている。 

以上の状況を見れば、建退共給付経理の資産運用については、建退共制度の安定的な

運営を維持しうる収益の確保を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオに沿った

資産配分により、安全かつ効率を基本として適切に行われていると評価できる。今後とも引

き続き適切に行われることが期待される。 
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２ 基本ポートフォリオ 

平成 22 年 12 月 27 日変更の基本ポートフォリオ 

 

（Ⅰ－４（２）） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

基本ポートフォリオの資産配分割合は以下のとおりとする。 
       

（％）

 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 短期資産 合計 

資産配分  86.2  5.3  2. 6  2.6  3.3 100.0 

乖離許容幅 ±7.0 ±2.2 ±1.3 ±1.3 ±3.0  

（注１）国内債券には財政融資資金預託金、生命保険資産、新株予約権付社債、長期貸付

金を含む。 

（注２）平成 22 年度にこの基本ポートフォリオを検証した結果、その期待収益率は

1.73％、標準偏差は 1.39％である。 

（注３）この基本ポートフォリオは、平成 15 年 10 月１日に５年程度の中期的観点から、

現行の退職金の額を負債の前提として、 適な資産配分を策定したものである。 

（注４）この基本ポートフォリオは毎年度検証することとし、必要に応じて見直しを行う。

 

 

資産配分については、基本ポートフォリオに定める資産配分割合を乖離許容幅の範

囲内で維持するよう管理表を作成し、月次管理を実施している。この結果、評価期間

中の資産配分実績は、乖離許容幅の範囲内で推移している。 

各資産の時価変動及び受託運用機関の総合評価に基づく委託金額の移管を踏まえ、

各資産の配分割合が基本ポートフォリオの中心値に近似するよう、受託運用機関毎に

平成 25 年度末のアセットアロケーションを再計算している。この結果を資産運用委

員会に諮った上で、当該アセットアロケーションを平成 25 年度末以降遵守するよう

各受託運用機関に通知している。 

金銭信託に係る資産配分割合については、各受託運用機関のアセットアロケーショ

ンの遵守状況を、情報統合サービスの利用によりモニタリングを実施している。 

基本ポートフォリオの検証については、新たな経済予測に基づく数値を用いて検証

を行い、現行の基本ポートフォリオは効率的フロンティアからほとんど乖離がなく、

効率的なポートフォリオであることを確認している。また、責任準備金に対する利益

剰余金の割合の検証を行い、リスクバッファは小幅増加し、ショートフォール確率も

小幅悪化にとどまっていることを確認している。 

これらの検証結果を平成 26 年１月に開催したＡＬＭ委員会特退共分科会の助言を

得て、現行ポートフォリオを継続することとしている。 

以上の状況を見れば、基本ポートフォリオに基づく資産配分は適切に行われており、

基本ポートフォリオの検証も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適

切に行われることが期待される。 
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３ 情報公開 

 

（Ⅰ－６） 

[資産運用の基本方針の規定]  

運用の基本的な方針や運用の結果等、資産運用に関する情報について、適時、

公開する。 

 

 

資産運用に関する情報公開については、機構ホームページの資産運用のサイトにお

いて、基本方針、運用管理体制、資産運用状況（グラフ化した資産運用状況を含む）、

資産運用結果に対する評価、外部の専門家で構成する委員会及び用語集を公開してい

る。 

外部の専門家で構成する委員会に関する情報については、資産運用検討委員会、資

産運用評価委員会、ＡＬＭ委員会特退共分科会の資料及び議事要旨を引き続き公開し

ている。 

その他の関連する情報については、情報公開のサイトの「財務に関する情報」にお

いて、建退共事業等勘定の平成 24 年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロ

ー計算書等を公開している。 

以上の状況を見れば、資産運用に関する情報公開は、適切に行われていると評価で

きる。今後とも引き続き適切で分かりやすい情報公開に努めることが期待される。 

 

 

４ 自家運用の遂行 

 

（Ⅱ－２） 

[資産運用の基本方針の規定]  

① 長期保有によるインカム・ゲインにより退職給付金等の支払財源を確保す

るため、バイ・アンド・ホールドを原則とする長期・安定的な債券投資を

行うこととする。 

② 国債、地方債、政府保証債、金融債以外の債券及び公社債投資信託の受益

証券を取得する場合における、同一の発行体が発行した債券等への投資額

は、自家運用における債券保有総額の 10％を超えないこととする。 

③ 信用リスクを管理する観点からは、金融債、財投機関債、社債券（特定社

債券を含む。）及び円貨建外国債の取得は指定格付け機関の一からＡ格以

上を取得しているものとする。取得後に格付けがＡ格未満に低下した場合

は、発行体の業績の推移等に留意しつつ、適宜売却する方向で検討する。

 

 

自家運用については、償還期限まで持ち続けるバイ・アンド・ホールドの原則を踏

まえた長期・安定的な債券投資を継続している。また、保有債券の売却は行っていな

い。 

リスク管理については、自家運用の債券は、国債、政府保証債及び金融債であり、
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同一発行体が発行した債券の保有総額制限の対象となる投資はなく、また、格付け制

限の対象となる債券は、発行元の格付けがＡ格以上の金融債を取得及び保有している。 

以上の状況を見れば、自家運用の遂行に関しては、基本方針に定める基本的投資ス

タンスは遵守されており、リスク管理も適切に行われていると評価できる。今後とも

引き続き適切に行われることが期待される。 

 

 

５ 委託運用 

（１）金銭信託 

 

（Ⅲ－１（１）、（２）、（３）、（４）⑥、⑦） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

（１）受託機関の選定 

委託運用に当たっては、運用スタイル、手法を勘案して受託運用機関

を選定し、それぞれの受託運用機関に本基本方針及び運用ガイドライン

に基づく運用を指示する。 

受託機関の選定に当たっては、当該受託機関の①経営理念、経営内容

及び社会的評価、②年金性資金運用に対する理解と関心、③運用方針及

び運用スタイル、手法、④情報収集システム、投資判断プロセス等の運

用管理体制、⑤法令等の遵守状況、⑥運用担当者の能力、経験、⑦年金

性資金運用の経験、実績等を十分審査する。 

（２）受託機関の評価 

建退共本部は、、受託機関について、定量評価に定性評価を加えた総合

的な評価を行う。この場合、評価の対象期間は、３～５年の委託期間を

原則とする。 

① 定量評価 

定量評価に当たっては、各受託運用機関のファンド毎の時間加重収

益率及び修正総合利回りを、各受託運用機関との間で取り決めた資産

構成に基づいて計算された複合市場平均収益率（複合ベンチマーク）

と比較する。あわせて、各資産別に、同一のベンチマークによって、

対象とする受託運用機関毎に比較する。 

② 定性評価 

定性評価に当たっては、運用体制、投資方針、リスク管理体制、運

用能力、説明能力の項目とし、運用スタイル、手法と実際の投資行動

との整合性について検証する。あわせて、報告書やミーティングを通

じて、建退共本部のニーズの把握状況や年金性資金運用に対する理解

と関心について評価を行う。 

（３） 受託機関のシェア変更 

① 建退共本部は、評価結果に基づいて、受託運用機関への資産配分シェ

アの変更、委託契約の変更、解除を行う。 

② 成績が著しく不振であるときには、上記の評価を待たず、資産配分シ

ェアの変更、委託契約の変更、解除を行うことがある。 

③ 市場価格の大幅な変動により、建退共本部全体の資産構成が基本ポー

59



建退共（給付経理） 9

トフォリオから著しく乖離し、その修正を行う必要があるときには、

受託運用機関の評価の優劣にかかわらず、資産配分シェアの変更、委

託契約の変更、解除等を行うことがある。 

④ 法令、契約書若しくは指示事項に違反したと認められる場合又は建退

共資産管理上必要が生じた場合には、建退共資産の安全性確保のた

め、資産配分シェアの変更、委託契約の変更、解除を行うことがある。

（４）受託機関の責務及び目標 

⑥ 受託機関は、ポートフォリオの運用状況を中心とした建退共資産の管

理に関する報告書（残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等）

及び建退共資産の運用に関する報告書（パフォーマンス状況、運用方

針等）を、少なくとも四半期毎に建退共本部へ提出する。また、法令、

契約書又は指示事項に違反した場合は、直ちに申し出るとともに、建

退共本部からの指示を受ける。以上の他、建退共本部の指示に従い報

告を行う。 

⑦ 建退共本部と受託運用機関は、原則として四半期毎にミーティングを

行い、建退共資産の運用状況及び運用成果並びに今後の市場見通し及

びそれに基づく運用方針、運用計画の重要事項について協議を行う。

その他、建退共本部と受託機関は必要に応じ、情報交換、協議を行う。
 

 

受託運用機関については、９社を採用しており、期中に新たな選定は行っていない。 

受託機関の評価については、定量評価に定性評価を加えた総合的な評価を行ってい

る。定量評価については、複合ベンチマークとの比較に基づく超過収益率による評価

を実施している。併せて各資産別にベンチマークとの比較に基づく受託運用機関毎の

超過収益率とその要因分析を行っている。定性評価については、運用体制、投資方針、

リスク管理体制、運用能力、説明能力、建退共本部のニーズの把握状況及び年金性資

金運用に対する理解と関心の７項目からなる定性評価シートにより、年度上期と下期

に実施している。 

評価に基づくシェア変更については、直近３ヵ年及び５ヵ年の定量評価、定性評価

に基づき、委託金額の一部減額及び移管を実施している。（減額ファンド１、増額フ

ァンド１） 

資産管理・運用状況の把握については、各受託運用機関に対し新たなアセットアロ

ケーションを通知し、運用ガイドラインとともに、その遵守を指示している。資産の

運用及び管理に関する報告書は、適切に作成され遅滞なく提出されている。平成 25

年度は、4～5月及び 10～11 月に受託運用機関全社と定例のミーティングを実施する

とともに、7～8 月及び 1～2 月にパフォーマンスが不振な受託運用機関とミーティン

グを実施している。 

委託運用におけるパフォーマンス改善に向けた取組みについては、上半期の運用実

績を踏まえ、運用成績が不振な受託運用機関に対し、運用改善策の提出を求めている。

当該運用機関からは、パフォーマンスが芳しくない要因を分析し、その分析結果を踏

まえた改善策の報告を受けている。 

評価期間中のガイドライン抵触の状況については、外国債券の組入乖離許容幅の上
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限を超えた案件が１件発生している。受託運用機関より速やかに報告がなされている

が、当方からはリスク管理体制の改善を強く求め、受託運用機関からは当方の指摘を

踏まえ、体制を改善する旨の報告書を受理している。 

以上の状況を見れば、受託機関の評価及びシェア変更は基本方針に基づき適切に行

われていると評価できる。また、受託機関の資産管理・運用状況の把握も適切に行わ

れていると評価できる。期中に行われなかった受託機関の選定も含め、今後とも引き

続き適切に行われることが期待される。 

 

 

（２）生命保険資産 

 

(Ⅲ－２（１）～（３）) 

 [資産運用の基本方針の規定]  

（１）生命保険会社の選定 

信用ある格付け機関の格付け、ソルベンシーマージン比率、保証利率等を

考慮し、選定する。 

（２）生命保険会社の評価 

財務格付け、ソルベンシーマージン比率等による健全性、保証利率、配当

の有無並びに建退共資産の管理に係る事務量等を評価する。 

（３）生命保険会社のシェア変更 

  （２）の評価により必要に応じてシェアの変更を行う。 
 

 

生命保険会社については、５社を採用しており、既存の生命保険会社に問題がなか

ったため、期中に新たな選定は行っていない。 

生命保険会社の評価については、格付け、ソルベンシーマージン比率、保証利率、

並びに生命保険資産の管理や決算の取りまとめ等を行う幹事会社については、これら

事務の業務量も勘案し決定している。いずれの生命保険会社とも評価結果に問題がな

かったため、評価によるシェア変更は行っていない。 

以上の状況を見れば、生命保険資産の評価は、基本方針に基づき、適切に行われて

いると評価できる。期中に行われなかった生命保険会社の選定及びシェア変更も含め、

今後とも適切に行われることが期待される。 
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（３）有価証券信託 

 

（Ⅲ－３（１）、（２）） 

 [資産運用の基本方針の規定 

（１）受託機関の選定及び評価 

  有価証券信託については、建退共本部が信託する有価証券（以下「信託有

価証券」という。）の保全のため、受託機関の健全性を重視して選定し、貸

出稼働率・収益率等を評価することとする。 

（２）信託有価証券の払戻 

 （１）の評価に基づき必要に応じて信託有価証券の払戻を行う。 

 

 

有価証券信託については、契約中の受託機関３社のうち 1 社から、平成 26 年 3 月

末を以って債券貸借取引業務から撤退する旨の申し出があったことに伴い、平成 25

年 12 月に解約することとし、契約中の受託機関２社による入札を実施している。な

お、選定にあたっては、貸出稼働率及び収益率を評価の上、受託機関 1 社へ平成 25

年 12 月に資産移管を行っている。 

受託機関の評価については、受託機関の健全性、貸出稼働率・収益率等について実

施している。 

いずれの受託機関とも、格付けや自己資本比率等の健全性は良好であり、収益率に

は著しい差異が生じていないため、評価による払戻は行っていないが、貸出稼働率を

踏まえて有価証券の追加信託を実施している。 

以上の状況を見れば、受託機関の選定及び評価は、基本方針に基づき適切に行われ

ていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われることが期待される。 

 

 

６ 運用管理体制 

 

（Ⅳ－１、２、３） 

 [資産運用の基本方針の規定] 

１.運用体制の整備、充実 

① 資産運用に係る業務は資金運用部が執行する。 

② 同部には、資産運用の専門的知識を持った担当者を配置することと

し、資産運用を取り巻く環境の変化に対応できるよう、さらに人材の

育成と確保に取り組む。あわせて運用体制の整備、充実を図り、運用

管理の合理化、コストの削減に努めるほか、情報収集等によりリスク

管理を適切に行う。 

２．資産運用委員会の設置 

建退共資産の運用に関する基本方針、運用計画及び資産の配分等の重要

事項を審議することを目的として、担当役職員で構成する資産運用委員会

を設置する。 
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３．ＡＬＭ委員会の設置 

資産の運用について、基本ポートフォリオの作成等運用の基本事項に関

し、助言を得ることを目的として、外部の専門家で構成するＡＬＭ委員会

を設置する。 
 

 

運用体制の整備、充実については、建退共資産の運用に係る業務を資金運用部が執

行しており、資金運用部には、資産運用の専門的知識及び年金資産運用の経験を有す

る担当者を運用調査役として配置している。また、資産運用に関する専門的知識の向

上を図る観点から、資産運用に関するセミナーに参加し、必要な知識の習得に努めて

いる。さらに、定期預金等を設定する金融機関の経営状況を把握するため、当該金融

機関のホームページやディスクロージャー資料からの情報を収集し、リスク管理を行

っている。 

資産運用委員会建退共部会については、四半期毎に開催し、運用実績の報告、運用

計画の審議を行っているほか、臨時開催により、金銭信託の受託運用機関の資金配分

シェア変更等の審議を行っている。 

ＡＬＭ委員会特退共分科会については、平成 26 年１月に開催し、基本ポートフォ

リオの検証結果について助言を得て現行ポートフォリオを継続することとしている。 

以上の状況を見れば、運用体制の整備、充実は適切に行われており、資産運用委員

会等の運営も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われるこ

とが期待される。 
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【第二部 特別給付経理】 

 

第１ 全般の評価 

 

建退共特別給付経理の平成 25 年度の資産運用に関しては、中期的に制度の安定

的な運営を維持しうる収益を確保するという運用の目標の達成に向けて、基本ポー

トフォリオに定める資産配分割合を維持した上で、適切に行われている。また、委

託運用についてはベンチマークを上回るパフォーマンスとなっているなど、市場の

状況を踏まえて適切な運用が行われていると評価できる。 

第２の資産運用の基本方針の規定に基づく個別項目の評価の結果にも見られる

ように、一定の取り組みが行われており、運用の基本方針に沿って適切に行われた

と評価できる。 

 

 

 第２ 個別項目の評価 

 

１ 運用の目標 

 

（Ⅰ－１～３） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

１．建退共資産の運用に当たっては、中退法その他の法令を遵守するととも

に、退職金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全かつ効

率を基本として実施するものとする｡ 

２．建退共資産の運用は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」とい

う。）を安定的に運営していく上で必要とされる収益を長期的に確保する

ことを目的とする。 

３．上記１、２に基づき、中退法施行令第 10 条に定める退職金の額を前提

として、中期的に建退共制度の安定的な運営を維持しうる収益の確保を目

標とする。 

 

 

表１ 平成 25 年度決算の概要 

 

区    分 概    要 参考（平成 24 年度） 

期 末 運 用 資 産 残 高    33,190 百万円     33,064 百万円  

（期末資産残高          ）    （33,329 百万円）    （33,192 百万円） 

運 用 収 入 

（うち金銭信託評価益） 

    1,152 百万円 

(891 百万円) 

    1,449 百万円 

(1,180 百万円) 

運 用 費 用                  6 百万円        6 百万円 

決 算 運 用 利 回 り 3.49％ 4.48％ 

(注) １．期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高から貸
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借対照表の未収収益等を控除した資産の総額である。 

２．決算運用利回りは、損益計算書の運用収入から運用費用を減じたものを、運用資産の平均

残高で除したものである。 

 

表２ 資産運用の状況 

            （単位：億円、％） 

運 用 の 方 法 等 
平 成 2 5 年 度 末 

資産残高 構成比 時価（参考） 決算運用利回り

自 家 運 用 163 49.0 － 1.34

 

有
価
証
券

国 債 7 2.1 7 0.70

政 府 保 証 債 139 41.8 143 1.46

金 融 債 4 1.2 4 0.39

小 計 150 45.2 154 1.40

預 

金

短 期 運 用 9 2.7 ※ 0.09

普 通 預 金 4 1.1 ※ －

小 計 13 3.9 ※ 0.04

委 託 運 用 169 51.0 － 5.65

 
金 銭 信 託 138 41.4 138 6.73

生 命 保 険 資 産 32 9.6 ※ 1.11

合 計 332 100.0 － 3.49

（注）１. 時価（参考）欄において、時価の把握ができないものについては※とした。 

２. 決算運用利回りは、運用収益（費用控除後）を平均残高で除したものである。 

３．短期運用は譲渡性預金である。 

４．単位未満は四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

表３ パフォーマンス状況 

委託運用（金銭信託） 

資産区分 
① 時間加重収益率 ② ベンチマーク ①－② 

超過収益率 構成比  構成比 

国内債券 0.65％ 67.9％ 0.58％ 65.5％ 0.07％

国内株式 20.05％ 14.7％ 18.56％ 15.7％ 1.48％

外国債券 14.80％ 7.3％ 15.28％ 7.9％ -0.48％

外国株式 33.49％ 7.4％ 32.43％ 7.9％ 1.06％

短期資産 0.02％ 2.8％ 0.04％ 3.0％ -0.02％

合 計 7.18％ 100.0％ 6.93％ 100.0％ 0.24％

（注）１.委託運用のうち生命保険資産については、ベンチマーク比較に適さないことから除いて

いる。 

２.時間加重収益率は、費用控除前である。 

３.①の構成比欄は期末構成比であり、期中の変化を反映した時間加重収益率のものとは必

ずしも一致しない。 
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４.②の構成比欄は、各受託運用機関に提示した資産構成に基づいて計算された金銭信託

全体の構成比である。 

５.ベンチマークの合計欄は、構成比による加重平均である。 

６.委託運用（金銭信託）の資産ごとのベンチマークは、基本方針に定めている以下の指標

による。 

・ 国 内 債 券  NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国 内 株 式  TOPIX（配当込み） 

・ 外 国 債 券  シティグループ世界国債インデックス（日本を除く、円換算） 

・ 外 国 株 式  MSCI（KOKUSAI、円換算、配当再投資、GROSS） 

・ 短 期 資 産   コールレート（翌日もの、有担保、月中平均） 

７.短期資産には、外貨建資産の為替差損益（約定日と受渡日の為替レートの差損益）等が

含まれている。 

８.単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

（参考）自家運用（有価証券） 

資産区分  決算運用利回り 参考値 

有価証券 1.40％ 1.33％ 

（注）  １．決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

２．参考値は NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総合：

25 年 3 月末～26 年 2 月末の単純平均）である。 

 

表４ 資産配分の状況 

 

 基本ポートフォリオ 平成 25 年度末の実績 

資産配分 

a 

乖離許容幅 

 

資産配分 

b 

乖離幅 

b－a 

国内債券 83.0％ ±7.0％ 82.8％ -0.2％

国内株式 6.0％ ±2.5％ 6.1％ 0.1％

外国債券 3.0％ ±1.5％ 3.0％ 0.0％

外国株式 3.0％ ±1.5％ 3.1％ 0.1％

短期資産 5.0％ ±3.0％ 5.0％ 0.0％

合 計 100.0％ ― 100.0％ ―

 

資産運用に当たっては、中退法その他の法令を遵守するとともに、運用の基本方針

に従い、退職金を将来にわたって確実に給付することができるよう、安全かつ効率を

基本として実施している。また、建退共制度の安定的な運営を維持しうる収益の確保

を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオの資産配分に沿って資産運用を

行っている。 

平成 25 年度決算については、期末運用資産残高は 332 億円（対前年度 1 億円増）、

運用収入は 12 億円を計上し、決算運用利回りは 3.49％であった。 

平成 25 年度の資産運用は、先進国の緩やかな景気拡大と堅調な企業業績を背景と

した外国株式市況の上昇、更に日銀による量的・質的金融緩和と経済政策への期待を
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受けた円安および国内株式市況の上昇により、金銭信託で大きな収益（９億円）を確

保している。この結果、当期総利益は５億円を計上し、平成 25 年度末の利益剰余金

は 143 億円となった。  

委託運用に係る金銭信託のパフォーマンス状況については、国内債券・国内株式、

外国株式がベンチマークを上回り、外国債券・短期資産がベンチマークをやや下回る

結果となったが、主な要因はユーロ圏周辺国の回復に追随できなかった影響によるも

のである。ただし、全体ではベンチマークを上回る結果 （対複合ベンチマーク比＋

0.24％）となっている。なお、自家運用（有価証券）に係るパフォーマンス状況につ

いては、決算運用利回りが 1.40％であった。 

資産配分の状況については、いずれの資産も基本ポートフォリオの乖離許容幅の範

囲内に収まっている。 

以上の状況を見れば、建退共特別給付経理の資産運用については、建退共制度の安

定的な運営を維持しうる収益の確保を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオに

沿った資産配分により、安全かつ効率を基本として適切に行われていると評価できる。今

後とも引き続き適切に行われることが期待される。 

 

 

２ 基本ポートフォリオ 

平成 22 年 12 月 27 日変更の基本ポートフォリオ 

 

（Ⅰ－４（２）） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

基本ポートフォリオの資産配分割合は以下のとおりとする。 
       

（％）

 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 短期資産 合計 

資産配分  83.0  6.0  3. 0  3.0  5.0 100.0 

乖離許容幅 ±7.0 ±2.5 ±1.5 ±1.5 ±3.0  

（注１）国内債券には生命保険資産、新株予約権付社債を含む。 

（注２）平成 22 年度にこの基本ポートフォリオを検証した結果、その期待収益率は

1.67％、標準 

偏差は 1.60％である。 

（注３）この基本ポートフォリオは、平成 15年 10 月１日に、５年程度の中期的観点から、

現行の退職金の額を負債の前提として、 適な資産配分を策定したものである。 

（注４）この基本ポートフォリオは毎年度検証することとし、必要に応じて見直しを行う。

 

 

資産配分については、基本ポートフォリオに定める資産配分割合を乖離許容幅の範

囲内で維持するよう管理表を作成し、月次管理を実施している。この結果、評価期間

中の資産配分実績は、乖離許容幅の範囲内で推移している。 

各資産の時価変動や退職金支払いによる自家運用額の減少及び受託運用機関の総

合評価に基づく委託金額の移管を踏まえ、各資産の配分割合が基本ポートフォリオの
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中心値に近似するよう、受託運用機関毎に平成 25 年度末のアセットアロケーション

を再計算している。この結果を資産運用委員会に諮った上で、当該アセットアロケー

ションを平成 25 年度末以降遵守するよう各受託運用機関に通知している。 

金銭信託に係る資産配分割合については、各受託運用機関のアセットアロケーショ

ンの遵守状況を、情報統合サービスの利用によりモニタリングを実施している。 

基本ポートフォリオの検証については、新たな経済予測に基づく数値を用いて検証

を行い、現行の基本ポートフォリオは効率的フロンティアからほとんど乖離がなく、

効率的なポートフォリオであることを確認している。また、責任準備金に対する利益

剰余金の割合の検証を行い、リスクバッファは小幅増加し、ショートフォール確率も

引き続き低いことを確認している。 

これらの検証結果を平成 26 年１月に開催したＡＬＭ委員会特退共分科会の助言を

得て、現行ポートフォリオを継続することとしている。 

以上の状況を見れば、基本ポートフォリオに基づく資産配分は適切に行われており、

基本ポートフォリオの検証も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適

切に行われることが期待される。 

 

 

３ 情報公開 

 

（Ⅰ－６） 

[資産運用の基本方針の規定] 

運用の基本的な方針や運用の結果等、資産運用に関する情報について、適時、

公開する。 
 

 

資産運用に関する情報公開については、機構ホームページの資産運用のサイトにお

いて、基本方針、運用管理体制、資産運用状況(グラフ化した資産運用状況を含む)、

資産運用結果に対する評価報告書、外部の専門家で構成する委員会及び用語集を公開

している。 

外部の専門家で構成する委員会に関する情報については、資産運用検討委員会、資

産運用評価委員会、ＡＬＭ委員会特退共分科会の資料及び議事要旨を引き続き公開し

ている。 

その他の関連する情報については、情報公開のサイトの「財務に関する情報」にお

いて、建退共事業等勘定の平成 24 年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロ

ー計算書等を公開している。 

以上の状況を見れば、資産運用に関する情報公開は、適切に行われていると評価で

きる。今後とも引き続き適切で分かりやすい情報公開に努めることが期待される。 
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４ 自家運用の遂行 

（Ⅱ－２） 

[資産運用の基本方針の規定] 

① 長期保有によるインカム・ゲインにより退職給付金等の支払財源を確保

するため、バイ・アンド・ホールドを原則とする長期・安定的な債券投

資を行うこととする。 

② 国債、地方債、政府保証債、金融債以外の債券及び公社債投資信託の受

益証券を取得する場合における、同一の発行体が発行した債券等への投

資額は、自家運用における債券保有総額の 10％を超えないこととする。

③ 信用リスクを管理する観点からは、金融債、財投機関債、社債（特定社

債券を含む。）及び円貨建外国債の取得は指定格付け機関の一からＡ格以

上を取得しているものとする。取得後に格付けがＡ格未満に低下した場

合は、発行体の業績の推移等に留意しつつ、適宜売却する方向で検討す

る。 

 

 

自家運用については、償還期限まで持ち続けるバイ・アンド・ホールドの原則を踏

まえた長期・安定的な債券投資を継続している。また、保有債券の売却は行っていな

い。 

リスク管理については、自家運用の債券は、国債、政府保証債及び金融債であり、

同一の発行体が発行した債券の保有総額制限の対象となる投資はなく、また、格付け

制限の対象となる債券は、発行元の格付けがＡ格以上の金融債を取得及び保有してい

る。 

以上の状況を見れば、自家運用の遂行に関しては、基本方針に定める基本的投資ス

タンスは遵守されており、リスク管理も適切に行われていると評価できる。今後とも

引き続き適切に行われることが期待される。 

 

 

５ 委託運用 

（１）金銭信託 

 

（Ⅲ－１（１）、（２）、（３）、（４）⑥、⑦） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

（１）受託機関の選定 

委託運用に当たっては、運用スタイル、手法を勘案して受託運用機関

を選定し、それぞれの受託運用機関に本基本方針及び運用ガイドライン

に基づく運用を指示する。 

受託機関の選定に当たっては、当該受託機関の①経営理念、経営内容

及び社会的評価、②年金性資金運用に対する理解と関心、③運用方針及

び運用スタイル、手法、④情報収集システム、投資判断プロセス等の運

用管理体制、⑤法令等の遵守状況、⑥運用担当者の能力、経験、⑦年金

性資金運用の経験、実績等を十分審査する。 
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（２）受託機関の評価 

建退共本部は、、受託機関について、定量評価に定性評価を加えた総合

的な評価を行う。この場合、評価の対象期間は、3～5 年の委託期間を原

則とする。 

① 定量評価  

定量評価に当たっては、各受託運用機関のファンド毎の時間加重収

益率及び修正総合利回りを、各受託運用機関との間で取り決めた資産

構成に基づいて計算された複合市場平均収益率（複合ベンチマーク）

と比較する。あわせて、各資産別に、同一のベンチマークによって、

対象とする受託運用機関毎に比較する。 

② 定性評価 

定性評価に当たっては、運用体制、投資方針、リスク管理体制、運

用能力、説明能力の項目とし、運用スタイル、手法と実際の投資行動

との整合性について検証する。あわせて、報告書やミーティングを通

じて、建退共本部のニーズの把握状況や年金性資金運用に対する理解

と関心について評価を行う。 

（３）受託機関のシェア変更 

① 建退共本部は、評価結果に基づいて、受託運用機関への資産配分シェ

アの変更、委託契約の変更、解除を行う。 

② 成績が著しく不振であるときには、上記の評価を待たず、資産配分シ

ェアの変更、委託契約の変更、解除を行うことがある。 

③ 市場価格の大幅な変動により、建退共本部全体の資産構成が基本ポー

トフォリオから著しく乖離し、その修正を行う必要があるときには、

受託運用機関の評価の優劣にかかわらず、資産配分シェアの変更、委

託契約の変更、解除等を行うことがある。 

④ 法令、契約書若しくは指示事項に違反したと認められる場合又は建退

共資産管理上必要が生じた場合には、建退共資産の安全性確保のため、

資産配分シェアの変更、委託契約の変更、解除を行うことがある。 

（４）受託機関の責務及び目標 

⑥ 受託機関は、ポートフォリオの運用状況を中心とした建退共資産の管

理に関する報告書（残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等）

及び建退共資産の運用に関する報告書（パフォーマンス状況、運用方

針等）を、少なくとも四半期毎に建退共本部へ提出する。また、法令、

契約書又は指示事項に違反した場合は、直ちに申し出るとともに、建

退共本部からの指示を受ける。以上の他、建退共本部の指示に従い報

告を行う。 

⑦ 建退共本部と受託運用機関は、原則として四半期毎にミーティングを

行い、建退共資産の運用状況及び運用成果並びに今後の市場見通し及

びそれに基づく運用方針、運用計画の重要事項について協議を行う。

その他、建退共本部と受託機関は必要に応じ、情報交換、協議を行う。

 

 

受託運用機関については、２社を採用しており、期中に新たな選定は行っていない。 
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受託機関の評価については、定量評価に定性評価を加えた総合的な評価を行ってい

る。定量評価については、複合ベンチマークとの比較に基づく超過収益率による評価

を実施している。併せて各資産別にベンチマークとの比較に基づく受託運用機関毎の

超過収益率とその要因分析を行っている。定性評価については、運用体制、投資方針、

リスク管理体制、運用能力、説明能力、建退共本部のニーズの把握状況及び年金性資

金運用に対する理解と関心の７項目からなる定性評価シートにより、年度上期と下期

に実施している。 

評価に基づくシェア変更については、いずれの受託運用機関とも運用実績等の評価

が適切であったため、シェア変更は行っていない。 

資産管理・運用状況の把握については、各受託運用機関に対し、新たなアセットア

ロケーションを通知し、運用ガイドラインとともに、その遵守を指示している。平成

25 年度は、ガイドライン等に抵触する事案は発生していない。資産の運用及び管理に

関する報告書は、適切に作成され遅滞なく提出されている。平成 25 年度は、4～5 月

及び 10 月に受託運用機関全社と定例のミーティングを実施するとともに、８月及び

１月にパフォーマンスが不振な受託運用機関とミーティングを実施している。 

委託運用におけるパフォーマンス改善に向けた取組みについては、上半期の運用実

績を踏まえ、運用成績が不振な受託運用機関に対し、運用改善策の提出を求めている。

当該運用機関からは、パフォーマンスが芳しくない要因を分析し、その分析結果を踏

まえた改善策の報告を受けている。 

以上の状況を見れば、受託機関の評価は基本方針に基づき適切に行われていると評

価できる。また、受託機関の資産管理・運用状況の把握も適切に行われていると評価

できる。期中に行われなかった受託機関の選定及びシェア変更も含め、今後とも引き

続き適切に行われることが期待される。 

 

 

（２）生命保険資産 

 

（Ⅲ－２（１）～（３）） 

[資産運用の基本方針の規定]  

（１）生命保険会社の選定 

信用ある格付け機関の格付け、ソルベンシーマージン比率、保証利率等を

考慮し、選定する。 

（２）生命保険会社の評価 

財務格付け、ソルベンシーマージン比率等による健全性、保証利率、配当

の有無並びに建退共資産の管理に係る事務量等を評価する。 

（３）生命保険会社のシェア変更 

  （２）の評価により必要に応じてシェアの変更を行う。 

 

 

生命保険会社については、５社を採用しており、既存の生命保険会社に問題がなか

ったため、期中に新たな選定は行っていない。 
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生命保険会社の評価については、格付け、ソルベンシーマージン比率、保証利率、

並びに生命保険資産の管理や決算の取りまとめ等を行う幹事会社については、これら

事務の業務量も勘案し決定している。いずれの生命保険会社とも評価結果に問題がな

かったため、評価によるシェア変更は行っていない。 

以上の状況を見れば、生命保険資産の評価は、基本方針に基づき、適切に行われて

いると評価できる。期中に行われなかった生命保険会社の選定及びシェア変更も含め、

今後とも引き続き適切に行われることが期待される。 

 

（３）有価証券信託 

 

（Ⅲ－３（１）、（２）） 

[資産運用の基本方針の規定 

（１）受託機関の選定及び評価 

  有価証券信託については、建退共本部が信託する有価証券（以下「信託有

価証券」という。）の保全のため、受託機関の健全性を重視して選定し、貸

出稼働率・収益率等を評価することとする。 

（２）信託有価証券の払戻 

  （１）の評価に基づき必要に応じて信託有価証券の払戻を行う。 

 

 

期中の有価証券信託による委託運用は実施されていない。 

 

 

６ 運用管理体制 

 

（ Ⅳ－１、２、３）    

[資産運用の基本方針の規定] 

1．運用体制の整備、充実 

① 資産運用に係る業務は資金運用部が執行する。 

② 同部には、資産運用の専門的知識を持った担当者を配置することと

し、資産運用を取り巻く環境の変化に対応できるよう、さらに人材の

育成と確保に取り組む。あわせて運用体制の整備、充実を図り、運用

管理の合理化、コストの削減に努めるほか、情報収集等によりリスク

管理を適切に行う。 

２．資産運用委員会の設置 

建退共資産の運用に関する基本方針、運用計画及び資産の配分等の重要

事項を審議することを目的として、担当役職員で構成する資産運用委員会

を設置する。 

３．ＡＬＭ委員会の設置 

資産の運用について、基本ポートフォリオの作成等運用の基本事項に関

し、助言を得ることを目的として、外部の専門家で構成するＡＬＭ委員会

を設置する。 

72



建退共（特別給付経理） 22

運用体制の整備、充実については、建退共資産の運用に係る業務を資金運用部が執

行しており、資産運用の専門的知識及び年金資産運用の経験を有する担当者を運用調

査役として配置している。また、資産運用に関する専門的知識の向上を図る観点から、

資産運用に関するセミナーに参加し、必要な知識の習得に努めている。 

資産運用委員会建退共部会については、四半期毎に開催し、運用実績の報告、運用

計画の審議を行っているほか、臨時開催により、金銭信託の受託運用機関のアセット

アロケーション変更の審議を行っている。 

ＡＬＭ委員会特退共分科会については、平成 26 年 1 月に開催し、基本ポートフォ

リオの検証結果について助言を得て現行ポートフォリオを継続することとしている。 

以上の状況を見れば、運用体制の整備、充実は適切に行われており、資産運用委員

会等の運営も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われるこ

とが期待される。 
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は  じ  め  に  

 
 
独立行政法人は、組織、業務等について独立行政法人評価委員会にお

いて評価されることとなっている。 

これを受け、当委員会は毎年度の資産運用結果について評価を行って

おり、平成 25 年度の資産運用結果に対する評価については資産運用の基

本方針に沿った運用がなされているかどうかを中心として評価すること

とし、資産運用関連の数値が確定する時期を待って平成 26 年 6 月 26 日

に委員会を開催し、機構から運用結果の報告を受け、平成 26 年 7 月 11

日の委員会において、「平成 25 事業年度に係る資産運用結果に対する運

用目標等の部分に関する評価報告書（平成 26 年 7 月 18 日）」を取りまと

めた。この評価結果は、7 月に開催された厚生労働省独立行政法人評価

委員会に報告された。 

 平成 25 年度全般にわたる個別具体的な評価については、平成 26 年 9

月 18 日に委員会を開催し、更に審議を行い本報告書に取りまとめた。 

  本報告書の内容が十分活用され、機構の資産運用がより一層適切に行

われるよう期待したい。  
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○清酒製造業退職金共済事業における資産運用結果に対する評価 

 

【第一部 給付経理】 

 

第１ 全般の評価 

 

清酒製造業退職金共済事業（以下「清退共」という。）給付経理の平成 25 年度の

資産運用に関しては、中期的に制度の安定的な運営を維持しうる収益を確保すると

いう運用目標の達成に向けて、基本ポートフォリオに定める資産配分割合を維持し

た上で、適切に行われている。また、委託運用においてベンチマークを上回るパフ

ォーマンスとなっているなど、市場の状況を踏まえて適切な運用が行われていると

評価できる。 

第２の資産運用の基本方針の規定に基づく個別項目の評価の結果にも見られる

ように、一定の取り組みが行われており、運用の基本方針に沿って適切に行われた

と評価できる。 

 

 

第２ 個別項目の評価 

 

１ 運用の目標 

 

（Ⅰ―１～３） 

[資産運用の基本方針の規定]  

１．清退共資産の運用に当たっては、中退法その他の法令を厳守するとともに、退

職金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全かつ効率を基本とし

て実施するものとする。 

２．清退共資産の運用は、清酒製造業退職金共済制度（以下「清退共制度」とい

う。）を安定的に運営していく上で必要とされる収益を長期的に確保することを

目的とする。 

３．上記１、２に基づき、中退法施行令第 10 条に定める退職金の額を前提として、

中期的に清退共制度の安定的な運営を維持しうる収益の確保を目標とする。 

 

 

表１ 平成 25 年度決算の概要 

 

区    分 平成 25 年度 参考（平成 24 年度） 

期末運用資産残高 4,666 百万円 4,789 百万円 

（期末資産残高） （4,691 百万円） （4,810 百万円） 

運 用 収 入 
（うち金銭信託評価益）   

128 百万円 

(93 百万円)  

166 百万円 

( 128 百万円) 

運 用 費 用        － 1 百万円 

決 算 運 用 利 回 り 2.80% 3.55% 
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 （注）1．期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高から貸借

対照表上の未収収益等を控除した資産の総額である。 

    2．決算運用利回りは、損益計算書の運用収入から運用費用を減じたものを、運用資産の平均残

高で除したものである。 

 

表２ 資産運用の状況 

                                                  （単位：百万円、％） 

運 用 の 方 法 等 

平成 25  年 度 末 

資産残高 構成比 時価（参考） 
決算運用

利 回 り

自 家 運 用 3,947 84.6 － 1.20

 

有
価
証
券 

国 債 2,659 57.0 2,658 1.44

政 府 保 証 債 462 9.9 464 0.94

金 融 債 400 8.6 401 0.33

小 計 3,521 75.5 3,522 1.30

預 

金 

短 期 運 用 300 6.4 ※ 0.04

普 通 預 金 126 2.7 ※ －

小 計 426 9.1 ※ 0.02

委 託 運 用 719 15.4 719 5.63

 金 銭 信 託 719 15.4 719 5.63

合       計 4,666 100.0 － 2.80

（注） 1． 時価（参考）欄において、時価の把握ができないものについては※とした。 

   2． 決算運用利回りは、運用収益（費用控除後）を平均残高で除したものである。 

  3． 短期運用は譲渡性預金である。 

4． 単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

表３ パフォーマンス状況 

 委託運用（金銭信託） 

資産区分
① 時間加重収益率 ②ベンチマーク ① －② 

超過収益率  構成比  構成比 

国内債券 0.42% 59.2% 0.58% 60.1% -0.16%

国内株式 22.38% 40.7% 18.56% 39.9% 3.82%

外国債券 13.22% 0.0% 13.93% － -0.71%

外国株式 30.79% 0.0% 30.83% － -0.03%

合  計 5.75% 100.0% 5.23% 100.0% 0.52%

（注）１．外国債券及び外国株式の時間加重収益率とベンチマークは 2 月までの収益率である。 

２．時間加重収益率は、費用控除前である。 
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３．①の構成比欄は、期末構成比であり、期中の変化を反映した時間加重収益率のものとは必ず

しも一致しない。 

４．②の構成比欄は、受託運用機関に提示した構成比である。 

５．ベンチマークの合計欄は、構成比による加重平均である。 

６．委託運用（金銭信託）の資産ごとのベンチマークは、基本方針に定めている以下の指標による。 

・ 国  内  債  券 NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国  内  株  式 TOPIX（配当込み） 

・ 外  国  債  券 シティグループ世界国債インデックス（日本を除く、円換算） 

・ 外  国  株  式 MSCI( KOKUSAI、円換算、配当再投資、GROSS） 

    ７．単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

〈参考〉 自家運用（有価証券） 

資 産 区 分 決算運用利回り 参考値 

有価証券   1.30％  1.33％ 

（注）  １．決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

２．参考値は、NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総合：25年

3 月末～26 年 2 月末の単純平均）である。 

 

表４ 資産配分の状況 

（平成 26 年２月 28 日変更前） 

 基本ポートフォリオ 平成 26 年 2 月末の実績 

資産配分 

a 

乖離許容幅 

 

資産配分 

b 

乖離幅 

b－a 

国内債券 91.9％ ±4.0％  90.4%  -1.5% 

国内株式 4.1％ ±2.0％  4.7%  0.6% 

外国債券 2.0％ ±1.0％  2.4%  0.4% 

外国株式 2.0％ ±1.0％  2.5%  0.5% 

合 計 100.0％ －  100.0％  － 

    

（平成 26 年２月 28 日変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

資産運用に当たっては、中退法その他の法令を遵守するとともに、運用の基本方針

に従い、退職金を将来にわたって確実に給付することができるよう、安全かつ効率を

基本として実施している。また、清退共制度の安定的な運営を維持しうる収益の確保

を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオの資産配分に沿って資産運用を

 基本ポートフォリオ 平成 25 年度末の実績 

資産配分 

a 

乖離許容幅 

 

資産配分 

b 

乖離幅 

b－a 

国内債券 93.9％ +2.0～-4.5％  93.7%  -0.2% 

国内株式 6.1％ +4.5～-2.0％ 6.3% 0.2% 

合 計 100.0％ － 100.0％ － 
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行っている。 

平成 25 年度決算については、期末運用資産残高は 46 億 66 百万円（対前年度 123 百

万円減）、運用収入は 128 百万円を計上し、決算運用利回りは 2.80%であった。 

平成 25 年度の資産運用は、先進国の緩やかな景気拡大と堅調な企業業績を背景とした

外国株式市況の上昇、更に日銀による量的・質的金融緩和と経済政策への期待を受けた

円安および国内株式市況の上昇により、金銭信託で大きな収益(93 百万円)を確保している。

この結果、当期総利益は 32 百万円を計上し、平成 25 年度末の利益剰余金は 24 億 48

百万円となった。 

委託運用に係る金銭信託のパフォーマンス状況については、国内株式がベンチマーク

を上回り、国内債券、外国株式、外国債券がベンチマークを下回る結果となったが、主な要

因は外国債券でカストディフィーによるコスト負担の影響によるものである。ただし、全体で

はベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマ－ク比＋0.52%）となっている。なお、基本ポ

ートフォリオを 2 月 28 日に変更し、3 月中に４資産が２資産となったため、外国債券及び外

国株式の時間加重収益率とベンチマークは 2 月までの収益率となっている。また、自家運

用（有価証券）に係るパフォーマンス状況については、決算運用利回りが 1.30％であった。 

資産配分の状況については、基本ポートフォリオの変更前と変更後、いずれの資産も乖

離許容幅の範囲内に収まっている。 

以上の状況を見れば、清退共給付経理の資産運用については、清退共制度の安定的な

運営を維持しうる収益の確保を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオに沿った

資産配分により、安全かつ効率を基本として適切に行われていると評価できる。今後とも引

き続き適切に行われることが期待される。 

 

 

２ 基本ポートフォリオ 

平成 26 年 2 月 28 日変更前の基本ポートフォリオ 

 

（Ⅰ―４（２）） 

[資産運用の基本方針の規定]  

基本ポートフォリオの資産配分割合は以下のとおりとする。 
            （％） 

 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 合計 

資 産 配 分 91.9 4.1 2.0 2.0 100.0 

乖離許容幅 ±4.0  ±2.0 ±1.0 ±1.0  

（注１）国内債券には財政融資資金預託金、生命保険資産、新株予約権付社債、長期貸付金、

短期資産を含む。 

（注２）平成 22 年度にこの基本ポートフォリオを検証した結果、期待収益率は 1.72％、標準偏差

1.01％となっている。 

（注３）この基本ポートフォリオは、平成 15 年 10 月 1 日に、5 年程度の中長期的観点から、現行

の退職金の額を負債の前提として、 適な資産配分を策定したものである。 

（注４）この基本ポートフォリオは毎年度検証することとし、必要に応じて見直しを行う。 
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平成 26 年 2 月 28 日変更後の基本ポートフォリオ 

 

（Ⅰ―４（２）） 

[資産運用の基本方針の規定]  

基本ポートフォリオの資産配分割合は以下のとおりとする。 
              （％） 

 国内債券 国内株式 合計 

資 産 配 分 93.9 6.1 100.0 

乖離許容幅 +2.0～-4.5  +4.5～-2.0  

（注１）国内債券には財政融資資金預託金、生命保険資産、新株予約権付社債、長期貸付金、

短期資産を含む。 

（注２）この基本ポートフォリオの、期待収益率は 1.26％、標準偏差 1.09％となっている。 

（注３）この基本ポートフォリオは、5 年程度の中長期的観点から、現行の退職金の額を負債の前

提として、 適な資産配分を策定したものである。 

（注４） この基本ポートフォリオは毎年度検証することとし、必要に応じて見直しを行う。 

 

 

資産配分については、基本ポートフォリオに定める資産配分割合を、乖離許容幅の範囲

内で維持するよう管理表を作成し、月次管理を実施している。この結果、評価期間中の資産

配分実績は、乖離許容幅の範囲内で推移している。 

基本ポートフォリオの変更に伴うアセットアロケーションを再計算する必要があることを資

産運用委員会で審議した上で、新たなアセットアロケーションを平成26年3月中に遵守する

よう受託運用機関に通知している。 

平成 25 年度においては、資産規模が小さく４資産の維持が困難であり、外貨建資産のカ

ストディフィーが割高であるため、基本ポートフォリオの見直しを行い、４資産（国内債券、国

内株式、外国債券、外国株式）を２資産（国内債券、国内株式）に減し、国内株式の資産配

分割合を増すこととしている。 

見直しに当たっては、資産規模が小さい清退共給付経理の資産運用は、管理コストや為

替リスクを抑え、制度が将来も安定的に継続できるように、手堅い資産運用が望ましいとの

清酒製造業界の意向を踏まえ、またＡＬＭ委員会特退共分科会の助言を得たうえで、資産

運用委員会の審議を経て理事会で決議し、平成 26 年 2 月 28 日に基本ポートフォリオを変

更している。 

変更後の基本ポートフォリオの期待収益率は、1.26％で平成 25 年９月時点のポートフォリ

オの期待収益率と変わらず、リスクは、1.09％で平成 25 年９月時点のポートフォリオの

1.38％から低減している。 

以上の状況を見れば、基本ポートフォリオに基づく資産配分は適切に行われており、基

本ポートフォリオの見直しも適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行わ

れることが期待される。 
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３ 情報公開 

 

（Ⅰ―６） 

[資産運用の基本方針の規定]  

運用の基本的な方針や運用の結果等、資産運用に関する情報について、適

時、公開する。 

 

 

資産運用に関する情報公開については、機構ホームページの資産運用のサイトにおい

て、基本方針、運用管理体制、資産運用状況(グラフ化した資産運用状況を含む)、資産運

用結果に対する評価、外部の専門家で構成する委員会及び用語集を公開している。 

外部の専門家で構成する委員会に関する情報については、資産運用検討委員会、資産

運用評価委員会、ＡＬＭ委員会特退共分科会の資料及び議事要旨を引き続き公開してい

る。 

その他の関連する情報については、情報公開のサイトの「財務に関する情報」において、

清退共事業等勘定の平成 24 年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等

を公開している。 

以上の状況を見れば、資産運用に関する情報公開は適切に行われていると評価できる。

今後とも引き続き適切で分かりやすい情報公開に努めることが期待される。 

 

 

４ 自家運用の遂行 

 

（Ⅱ―２） 

[資産運用の基本方針の規定]  

① 長期保有によるインカム・ゲインにより退職給付金等の支払財源を確保するた

め、バイ･アンド・ホールドを原則とする長期・安定的な債券投資を行うこととする。

② 国債、地方債、政府保証債、金融債以外の債券及び公社債投資信託の受益証

券を取得する場合における、同一の発行体が発行した債券への投資額は、原則

として自家運用における債券保有総額の 10％をこえないこととする。 

③ 信用リスクを管理する観点からは、金融債、社債券(特定社債券を含む)及び円貨

建外国債の取得は指定格付け機関の一から A 格以上を取得しているものとす

る。取得後に格付けが A 格未満に低下した場合は、発行体の業績の推移等に留

意しつつ、適宜売却する方向で検討する。 

 

 

自家運用については、償還期限まで持ち続けるバイ・アンド・ホールドの原則を踏まえた

長期・安定的な債券投資を継続している。また、保有債券の売却は行っていない。  

リスク管理については、自家運用の債券は、国債、政府保証債及び金融債であり、同一

の発行体が発行した債券に係る保有制限の対象となる投資はなく、また、格付け制限の対

象となる債券は、発行元の格付けが A 格以上の金融債を取得及び保有している。 

以上の状況を見れば、自家運用の遂行に関しては、基本方針に定める基本的投資スタ
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ンスは遵守されており、リスク管理も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適

切に行われることが期待される。 

 

 

５．委託運用 

（１）金銭信託 

 

（Ⅲ―１、（１）、（２）、（３）、（４）⑥、⑦） 

[資産運用の基本方針の規定] 

（１）受託機関の選定 

委託運用に当たっては、運用スタイル、手法を勘案し、それぞれの受託運用機関

に本基本方針及び運用ガイドラインに基づく運用を指示する。 

受託機関の選定に当たっては当該受託機関の①経営理念、経営内容及び社会

的評価、②年金性資金運用に対する理解と関心、③運用方針及び運用スタイル、手

法、④情報収集システム、投資判断プロセス等の運用管理体制、⑤法令等の遵守状

況、⑥運用担当者の能力、経験、⑦年金性資金運用の経験、実績等を十分審査す

る。 

（２）受託機関の評価 

清退共本部は受託機関について、定量評価に定性評価を加えた総合的な評価を

行う。この場合、評価の対象期間は、3～5 年の委託期間を原則とする。 

① 定量評価 

定量評価に当たっては、各受託運用機関のファンド毎の時間加重収益率及び修

正総合利回りを、受託運用機関との間で取り決めた資産構成に基づいて計算された

複合市場平均収益率（複合ベンチマーク）と比較する。あわせて、各資産別に、同一

ベンチマークによって、対象とする受託運用機関毎に比較する。 

② 定性評価 

定性評価に当たっては、運用体制、投資方針、リスク管理体制、運用能力、説明能

力の項目とし、運用スタイル、手法と実際の投資行動との整合性について検証する。

あわせて、報告書やミーティングを通じて、清退共本部のニーズの把握状況や年金

性資金運用に対する理解と関心について評価を行う。 

（３）委託機関のシェア変更 

① 清退共本部は、評価結果に基づいて、受託運用機関への資産配分シェアの変

更、委託契約の変更、解除を行う。 

② 成績が著しく不振であるときには、上記の評価を待たず、資産配分シェアの変更、

委託契約の変更、解除を行うことがある。 

③ 市場価格の大幅な変動により、清退共本部全体の資産構成が基本ポートフォリオ

から著しく乖離し、その修正を行う必要があるときには、受託運用機関の評価の優

劣にかかわらず、資産配分シェアの変更、委託契約の変更、解除を行うことがあ

る。 

④ 法令、契約書若しくは指示事項に違反したと認められる場合又は清退共資産管理

上必要が生じた場合には、清退共資産の安全性確保のため、資産配分シェアの

変更、委託契約の変更、解除を行うことがある。 

（４）委託機関の責務及び目標 
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⑥ 受託機関は、ポートフォリオの運用状況を中心とした清退共資産の管理に関する

報告書（残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等）及び清退共資産の運

用に関する報告書（パフォーマンス状況、運用方針等）を、少なくとも四半期毎に清

退共本部へ提出する。また、法令、契約書又は指示事項に違反した場合は､直ち

に申し出るとともに、清退共本部から指示を受ける。以上の他、清退共本部の指示

に従い報告を行う。 

⑦ 清退共本部と受託運用機関は、原則として四半期毎に、ミーティングを行い、清

退共資産の運用状況及び運用成果、並びに今後の市場見通し及びそれに基づく

運用方針、運用計画の重要事項について協議を行う。 

その他清退共本部と受託機関は必要に応じ、情報交換、協議を行う。 

 

 

受託運用機関については、1 社を採用しており、期中に新たな選定は行っていない。 

受託機関の評価については、定量評価に定性評価を加えた総合的な評価を行っている。

定量評価については、複合ベンチマークとの比較に基づく超過収益率による評価を実施し

ている。併せて各資産別にベンチマークとの比較に基づく超過収益率とその要因分析を行

っている。定性評価については、運用体制、投資方針、リスク管理体制 、運用能力、説明

能力、清退共本部のニーズの把握状況及び年金性資金運用に対する理解と関心の７項目

からなる定性評価シートにより、年度上期と下期に実施している。 

運用実績等の評価に基づく受託運用機関のシェア変更は行っていない。 

資産管理・運用状況の把握については、受託運用機関に対し、新たなアセットアロケーシ

ョンを通知し、運用ガイドラインとともに、その遵守を指示している。平成 25 年度は、ガイドラ

イン等に抵触する事案は発生していない。資産の運用及び管理に関する報告書は、適切に

作成され遅滞なく提出されている。平成 25 年度は、４月、７月及び 10 月にミーティングを実

施している。 

委託運用におけるパフォーマンス改善に向けた取組みについては、上半期の運用実績

を踏まえ、運用改善策の提出を求めている。当該運用機関からは、パフォーマンスが芳しく

ない要因を分析し、その分析結果を踏まえた改善策の報告を受けている。 

以上の状況を見れば、受託機関の評価は基本方針に基づき適切に行われていると評価

できる。また、受託機関の資産管理・運用状況の把握も適切に行われていると評価できる。

期中に行われなかった受託機関の選定及びシェア変更も含め、今後とも引き続き適切に行

われることが期待される。 
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（２）生命保険資産 

 

（Ⅲ―２（１）～（３）） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

（１）生命保険会社の選定 

信用ある格付け機関の格付け、ソルベンシーマージン比率、保証利率を考慮し、選定

する。 

 

（２）生命保険会社の評価 

財務格付け、ソルベンシーマージン比率等による健全性、保証利率、配当の有無並び

に清退共資産の管理に係る事務量等を評価する。 

 

（３）生命保険会社のシェア変更 

   （２）の評価により必要に応じてシェアの変更を行う。 

 

 

期中の生命保険資産による委託運用は実施されていない。 

 

 

（３）有価証券信託 

 

期中の有価証券信託による委託運用は実施されていない。 

 

 

６ 運用管理体制 

 

（Ⅳ―１、2、3） 

［ 資産運用の基本方針の規定 ］ 

1．運用体制の整備、充実 

① 資産運用に係る業務は資金運用部が執行する。 

② 同部には、資産運用の専門的知識を持った担当者を配置することとし、資

産運用を取り巻く環境の変化に対応できるよう、さらに人材の育成と確保に

取り組む。あわせて運用体制の整備、充実を図り、運用管理の合理化、コス

トの削減に努めるほか、情報収集等によりリスク管理を適切に行う。 

２．資産運用に係る委員会の設置 

① 資産運用委員会の設置 

清退共資産の運用に関する基本方針、運用計画及び資産の配分等の重要

事項を審議することを目的として、担当役職員で構成する資産運用委員会を

設置する。 

② ＡＬＭ委員会の設置 

資産の運用について、基本ポートフォリオの作成等運用の基本事項に関し、

助言を得ることを目的として、外部の専門家で構成するＡＬＭ委員会を設置 

する。 
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運用体制の整備、充実については、清退共資産の運用に係る業務を資金運用部が執行

しており、資金運用部には、資産運用の専門的知識及び年金資産運用の経験を有する担

当者を運用調査役として配置している。また、資産運用に関する専門的知識の向上を図る

観点から、資産運用に関するセミナーに参加し、必要な知識の習得に努めている。 

資産運用委員会清退共部会については、四半期毎に開催し、運用実績の報告、運用計

画の審議を行っているほか、臨時開催により資産運用の基本方針の変更等についての審

議を行っている。 

ＡＬＭ委員会特退共分科会については、平成 26 年 1 月に開催し、資産運用の基本方針

の変更について、委員の助言を得た上で、資産運用委員会で審議を経て理事会で決議し、

資産運用の基本方針を変更している。 

以上の状況を見れば、運用体制の整備、充実は適切に行われており、資産運用委員

会等の運営も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われるこ

とが期待される。 
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【第二部 特別給付経理】 

 

第１ 全般の評価 
 

清退共特別給付経理の平成 25 年度の資産運用に関しては、中期的に制度の安定

的な運営を維持しうる収益を確保するという運用目標の達成に向けて、基本ポート

フォリオに定める資産配分割合を維持している。 

第２の資産運用の基本方針の規定に基づく個別項目の評価の結果にも見られる

ように、一定の取り組みが行われており、市場の状況及び共済事業の実情を勘案す

れば、運用の基本方針に沿って、適切に行われたと評価できる。 

 

 

第２ 個別項目の評価 
 

１ 運用の目標 

 

（Ⅰ―１～３） 

[資産運用の基本方針の規定]  

１．清退共資産の運用に当たっては、中退法その他の法令を厳守するとともに、退職

金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全かつ効率を基本として実

施するものとする。 

２．清退共資産の運用は、清酒製造業退職金共済制度（以下「清退共制度」とい

う。）を安定的に運営していく上で必要とされる収益を長期的に確保することを目

的とする。 

３．上記１、２に基づき、中退法施行令第 10 条に定める退職金の額を前提として、中

期的に清退共制度の安定的な運営を維持しうる収益の確保を目標とする。 

 

 

表１ 平成 25 年度決算の概要 

 

区    分 平成 25 年度 参考（平成 24 年度） 

期末運用資産残高 315 百万円 316 百万円 

（期末資産残高） （315 百万円） （316 百万円） 

運 用 収 入 2 百万円 3 百万円 

運 用 費 用 － － 

決 算 運 用 利 回 り 0.72% 0.92% 

 （注）1．期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高から貸借

対照表上の未収収益等を控除した資産の総額である。 

     2．決算運用利回りは、損益計算書の運用収入から運用費用を減じたものを、運用資産の平均残

高で除したものである。 
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表２ 資産運用の状況 

（単位：百万円、％） 

運 用 の 方 法 等 

平 成 25 年 度 末 

資産残高 構成比 時価（参考）
決算運用

利 回 り

自 家 運 用 315  100.0      －   0.72 

 

有
価
証
券 

国      債 271 86.0      271   0.81 

小      計 271 86.0      271   0.81 

預 

金 

普 通 預 金 44 14.0     ※   － 

小      計 44 14.0     ※   － 

合              計 315 100.0     －   0.72 

（注）１． 時価（参考）欄において、時価の把握ができないものについては※とした。 

    ２． 決算運用利回りは、運用収益（費用控除後）を平均残高で除したものである。 

３． 単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

表３ パフォーマンス状況 

 〈参考〉 自家運用（有価証券） 

資産区分 決算運用利回り 参考値 

有価証券   0.81％ 1.33％ 

（注）１．決算運用利回りは自家運用のうち預金を除いた数値である。 

２．参考値は、NOMURA ボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総合：25 年

3 月末～26 年 2 月末の単純平均）である。 

 

表４ 資産配分割合状況 
 

 基本ポートフォリオ 平成 25 年度末の実績 

配分割合 a 乖離許容幅 配分割合 b 
乖離幅 

b－a 

国内債券 100.0％ ― 100.0％ 0.0％

国内株式 ％ ― ％ ―

外国債券 ％ ― ％ ―

外国株式 ％ ― ％ ―

合 計 100.0％ ― 100.0％ 0.0％
 

資産運用に当たっては、中退法その他の法令を遵守するとともに、運用の基本方針

に従い、退職金を将来にわたって確実に給付することができるよう、安全かつ効率を

基本として実施している。また、清退共制度の安定的な運営を維持しうる収益の確保

を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオの資産配分に沿って資産運用を

行っている。 

平成 25 年度決算については、期末運用資産残高は 3 億 15 百万円（対前年度 1 百万円

減）、運用収入は 2 百万円を計上し、決算運用利回りは 0.72%であった。この結果、当期総

89



      清退共（特別給付経理） 14

利益は 12 万円を計上し、平成 25 年度末の利益剰余金は 1 億 77 百万円となった。 

資産配分の状況については、基本方針に定めている基本ポートフォリオである国内債券

100%を継続している。 

以上の状況を見れば、清退共特別給付経理の資産運用については、清退共制度の安定

的な運営を維持しうる収益の確保を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオに沿

った資産配分により、安全かつ効率を基本とし、当該経理の現状を踏まえて適切に行われ

ていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われることが期待される。 

 

 

２ 基本ポートフォリオ 

平成 22 年 12 月 27 日変更の基本ポートフォリオ 

 

（Ⅰ―４（２）） 

 [資産運用の基本方針の規定]  

 

基本ポートフォリオの資産配分割合は以下のとおりとする。 

                              （％） 

 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 合 計 

資産配分 100.0 － － － 100.0

乖離許容幅 － － － －  

（注１）国内債券には短期資産を含む。 

（注２）平成 22 年度にこの基本ポートフォリオを検証した結果の期待収益率は

1.27％、標準偏差 0.38％となっている。 

 (注３）この基本ポートフォリオは、平成 15 年 10 月 1 日に、5 年程度の中長期的観

点から、現行の退職金の額を負債の前提として、 適な資産配分を策定した

ものである。 

（注４）この基本ポートフォリオは毎年度検証することとし、必要に応じて見直しを行

う。 

 

 

資産配分については、平成 25 年度においても引き続き、基本ポートフォリオに定める資

産配分である国内債券 100%を維持している。 

基本ポートフォリオの検証については、責任準備金に対する利益剰余金の割合の検証を

行い、リスクバッファは前回検証時と比較して増加していることを確認している。 

これらの検証結果を平成 26 年１月に開催した ALM 委員会特退共分科会の助言を得て、

現行ポートフォリオを継続することとしている。 

以上の状況を見れば、基本ポートフォリオに基づく資産配分は適切に行われており、基

本ポートフォリオの検証も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行わ

れることが期待される。 
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３ 情報公開 
 

（Ⅰ―６） 

[資産運用の基本方針の規定]  

運用の基本的な方針や運用の結果等、資産運用に関する情報について、適

時、公開する。 
 

 

資産運用に関する情報公開については、機構ホームページの資産運用のサイトにおい

て、基本方針、運用管理体制、資産運用状況(グラフ化した資産運用状況を含む)、資産運

用結果に対する評価、外部の専門家で構成する委員会及び用語集を公開している。 

外部の専門家で構成する委員会に関する情報については、資産運用検討委員会、資産

運用評価委員会、ＡＬＭ委員会特退共分科会の資料及び議事要旨を引き続き公開してい

る。 

その他の関連する情報については、情報公開のサイトの「財務に関する情報」において、

清退共事業等勘定の平成 24 年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等

を公開している。 

以上の状況を見れば、資産運用に関する情報公開は、適切に行われていると評価できる。

今後とも引き続き適切で分かりやすい情報公開に努めることが期待される。 

 

 

４ 自家運用の遂行 
 

（Ⅱ―２） 

[資産運用の基本方針の規定]  

① 長期保有によるインカム・ゲインにより退職給付金等の支払財源を確保するた

め、バイ･アンド・ホールドを原則とする長期・安定的な債券投資を行うこととす

る。 

② 国債、地方債、政府保証債、金融債以外の債券及び公社債投資信託の受益

証券を取得する場合における、同一の発行体が発行した債券への投資額

は、原則として自家運用における債券保有総額の 10％を超えないこととする。

③ 信用リスクを管理する観点からは、社債（金融債を含む。）及び円貨建外国債

の取得は指定格付け機関の一から A 格以上を取得しているものとする。取得

後に格付けが A 格未満に低下した場合は、発行体の業績の推移等に留意し

つつ、厳格に個別管理する。 
 

 

自家運用については、償還期限まで持ち続けるバイ・アンド・ホールドを原則とする長期・

安定的な債券投資を継続している。また、保有債券の売却は行っていない。  

リスク管理については、自家運用の債券は、国債のみであり、同一の発行体が発行した

債券に係る保有制限の対象となる投資はなく、また、格付け制限の対象となる債券の取得

及び保有は行っていない。 

以上の状況を見れば、自家運用の遂行に関しては、基本方針に定める基本的投資スタ

ンスは遵守されており、リスク管理も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適
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切に行われることが期待される。 

 

 

５ 委託運用 

（１）金銭信託 

 

（Ⅲ―１、（１）、（２）、（３）、（４）⑥、⑦） 

[資産運用の基本方針の規定] 

（１）受託機関の選定 

委託運用に当たっては、運用スタイル、手法を勘案し、それぞれの受託運用機関

に本基本方針及び運用ガイドラインに基づく運用を指示する。 

受託機関の選定に当たっては当該受託機関の①経営理念、経営内容及び社会

的評価、②年金性資金運用に対する理解と関心、③運用方針及び運用スタイル、手

法、④情報収集システム、投資判断プロセス等の運用管理体制、⑤法令等の遵守状

況、⑥運用担当者の能力、経験、⑦年金性資金運用の経験、実績等を十分審査す

る。 

 

（２）受託機関の評価 

清退共本部は受託機関について、定量評価に定性評価を加えた総合的な評価を

行う。この場合、評価の対象期間は、3～5 年の委託期間を原則とする。 

① 定量評価 

定量評価に当たっては、各受託運用機関のファンド毎の時間加重収益率及び修

正総合利回りを、受託運用機関との間で取り決めた資産構成に基づいて計算された

複合市場平均収益率（複合ベンチマーク）と比較する。あわせて、各資産別に、同一

ベンチマークによって、対象とする受託運用機関毎に比較する。 

② 定性評価 

定性評価に当たっては、運用体制、投資方針、リスク管理体制、運用能力、説明能

力の項目とし、運用スタイル、手法と実際の投資行動との整合性について検証する。

あわせて、報告書やミーティングを通じて、清退共本部のニーズの把握状況や年金

性資金運用に対する理解と関心について評価を行う。 

 

（３）委託機関のシェア変更 

① 清退共本部は、評価結果に基づいて、受託運用機関への資産配分シェアの変

更、委託契約の変更、解除を行う。 

② 成績が著しく不振であるときには、上記の評価を待たず、資産配分シェアの変更、

委託契約の変更、解除を行うことがある。 

③ 市場価格の大幅な変動により、清退共本部全体の資産構成が基本ポートフォリオ

から著しく乖離し、その修正を行う必要があるときには、受託運用機関の評価の優

劣にかかわらず、資産配分シェアの変更、委託契約の変更、解除を行うことがあ

る。 

④ 法令、契約書若しくは指示事項に違反したと認められる場合又は清退共資産管理

上必要が生じた場合には、清退共資産の安全性確保のため、資産配分シェアの

変更、委託契約の変更、解除を行うことがある。 

 

（４）委託機関の責務及び目標 
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⑥ 受託機関は、ポートフォリオの運用状況を中心とした清退共資産の管理に関する

報告書（残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等）及び清退共資産の運

用に関する報告書（パフォーマンス状況、運用方針等）を、少なくとも四半期毎に

清退共本部へ提出する。また、法令、契約書又は指示事項に違反した場合は､直

ちに申し出るとともに、清退共本部から指示を受ける。以上の他、清退共本部の指

示に従い報告を行う。 

⑦ 清退共本部と受託運用機関は、原則として四半期毎に、ミーティングを行い、清退

共資産の運用状況及び運用成果、並びに今後の市場見通し及びそれに基づく運

用方針、運用計画の重要事項について協議を行う。 

その他清退共本部と受託機関は必要に応じ、情報交換、協議を行う。 

 

期中の金銭信託による委託運用は実施されていない。 

 
 
（２）生命保険資産 

 

期中の生命保険資産による委託運用は実施されていない。 

 
 
（３）有価証券信託 

 

（Ⅲ－３（１）、（２）） 

 [資産運用の基本方針の規定 

（１）受託機関の選定及び評価 

  有価証券信託については、建退共本部が信託する有価証券（以下「信託有価

証券」という。）の保全のため、受託機関の健全性を重視して選定し、貸出稼働

率・収益率等を評価することとする。 

（２）信託有価証券の払戻 

 （１）の評価に基づき必要に応じて信託有価証券の払戻を行う。 

 

 

期中の有価証券信託による委託運用は実施されていない。 

 

 

（Ⅲ―２（１）～（３）） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

（１）生命保険会社の選定 

信用ある格付け機関の格付け、ソルベンシーマージン比率、保証利率を考慮し、

選定する。 

（２）生命保険会社の評価 

財務格付け、ソルベンシーマージン比率等による健全性、保証利率、配当の有無

並びに清退共資産の管理に係る事務量等を評価する。 

（３）生命保険会社のシェア変更 

   （２）の評価により必要に応じてシェアの変更を行う。 
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６ 運用管理体制 

 

（Ⅳ―１、2、3） 

［ 資産運用の基本方針の規定 ］ 

1．運用体制の整備、充実 

① 資産運用に係る業務は資金運用部が執行する。 

② 同部には、資産運用の専門的知識を持った担当者を配置することとし、資

産運用を取り巻く環境の変化に対応できるよう、さらに人材の育成と確保に

取り組む。あわせて運用体制の整備、充実を図り、運用管理の合理化、コ

ストの削減に努めるほか、情報収集等によりリスク管理を適切に行う。 

２．資産運用に係る委員会の設置 

① 資産運用委員会の設置 

清退共資産の運用に関する基本方針、運用計画及び資産の配分等の重要

事項を審議することを目的として、担当役職員で構成する資産運用委員会を

設置する。 

② ＡＬＭ委員会の設置 

資産の運用について、基本ポートフォリオの作成等運用の基本事項に関し、

助言を得ることを目的として、外部の専門家で構成するＡＬＭ委員会を設置

する。 

 

 

運用体制の整備、充実については、清退共資産の運用に係る業務を資金運用部が執行

しており、資産運用の専門的知識及び年金資産運用の経験を有する担当者を運用調査役

として配置している。また、資産運用に関する専門的知識の向上を図る観点から、資産運用

に関するセミナーに参加し、必要な知識の習得に努めている。 

資産運用委員会清退共部会については、四半期毎に開催し、運用実績の報告、運用計

画の審議を行っている。 

ＡＬＭ委員会特退共分科会については、平成 26 年 1 月に開催し、基本ポートフォリオの

検証結果について助言を得て現行ポートフォリオを継続することとしている。 

以上の状況を見れば、運用体制の整備、充実は適切に行われており、資産運用委員会

等の運営も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われることが期待

される。 
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 1

は  じ  め  に  

 
 
独立行政法人は、組織、業務等について独立行政法人評価委員会にお

いて評価されることとなっている。 

これを受け、当委員会は毎年度の資産運用結果について評価を行って

おり、平成 25 年度の資産運用結果に対する評価については資産運用の基

本方針に沿った運用がなされているかどうかを中心として評価すること

とし、資産運用関連の数値が確定する時期を待って平成 26 年 6 月 26 日

に委員会を開催し、機構から運用結果の報告を受け、平成 26 年 7 月 11

日の委員会において、「平成 25 事業年度に係る資産運用結果に対する運

用目標等の部分に関する評価報告書（平成 26 年 7 月 18 日）」を取りまと

めた。この評価結果は、7 月に開催された厚生労働省独立行政法人評価

委員会に報告された。 

 平成 25 年度全般にわたる個別具体的な評価については、平成 26 年 9

月 18 日に委員会を開催し、更に審議を行い本報告書に取りまとめた。 

  本報告書の内容が十分活用され、機構の資産運用がより一層適切に行

われるよう期待したい。  
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○林業退職金共済事業における資産運用結果に対する評価 

 

第１ 全般の評価 

 

林業退職金共済事業（以下「林退共」という。）給付経理の平成 25 年度の資産運

用に関しては、中期的に制度の健全性の向上に必要な収益を確保するという運用目

標の達成に向けて、基本ポートフォリオに定める資産配分割合を維持した上で、適

切に行われている。また、委託運用においてベンチマークを上回るパフォーマンス

となっているなど、市場の状況を踏まえて適切な運用が行われていると評価できる。 

  第２の資産運用の基本方針の規定に基づく個別項目の評価の結果にも見られる

ように、一定の取り組みが行われており、全体としては、運用の基本方針に沿って、

適切に行われたと評価できるが、以下の点に留意する必要がある。 

 

○ 累積欠損金については、減少しているものの、今後ともその早期解消に向けて

努力することが期待される。 

 

 

第２ 個別項目の評価 

 

１ 運用の目標 

 

（Ⅰ－１～３） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

１．林退共資産の運用に当たっては、中退法その他の法令を遵守するとと

もに、退職金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全か

つ効率を基本として実施するものとする｡ 

２．林退共資産の運用は、林業退職金共済制度（以下「林退共制度」とい

う。）を安定的に運営していく上で必要とされる収益を長期的に確保す

ることを目的とする。 

３．上記１、２に基づき、中退法施行令第１０条に定める退職金の額を前

提として、中期的に林退共制度の健全性の向上に必要な収益の確保を目

標とする。 
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表 1 平成 25 年度決算の概要 

 

区      分 平成 25 年度 参考（平成 24 年度） 

期末運用資産残高 

（期末資産残高） 

13,599 百万円 

（13,707 百万円） 

13,607 百万円 

（13,731 百万円） 

運 用 収 入 

(うち金銭信託評価益) 

227 百万円 

(119 百万円) 

389 百万円 

(275 百万円) 

      運 用 費 用           －           2 百万円 

   決算運用利回り 1.69% 2.90% 

 （注）1. 期末資産残高は貸借対照表の資産総額であり、期末運用資産残高は期末資産残高     

から貸借対照表の未収収益等を控除した資産の総額である。 

     2. 決算運用利回りは、損益計算書の運用収入から運用費用を減じたものを運用資産の平均

残高で除したものである。 

 

表２ 資産運用の状況 

（単位：百万円、％） 

運 用 の 方 法 等 
平成 25 年度末 

資産残高 構成比 時価（参考） 
決算 

運用利回り 

自 家 運 用  8,843 65.0 ― 1.24

 

有
価
証
券 

国 債 1,698 12.5 1,769 1.43

政 府 保 証 債 5,588 41.1 5,801 1.39

金 融 債 500 3.7 500 0.29

小 計 7,786 57.3 8,070 1.34

預
金 

短 期 運 用 750 5.5 ※ 0.04

普 通 預 金 307 2.3 ※ ―

小 計 1,057 7.8 ※ 0.02

委 託 運 用 4,756 35.0 4,756 2.52

 金 銭 信 託 4,756 35.0 4,756 2.52

合 計 13,599 100.0 ― 1.69

（注）1. 時価（参考）欄において、時価の把握ができないものについては※とした。 

 2. 決算運用利回りは、運用収益（費用控除後）を平均残高で除したものである。 

3. 短期運用は譲渡性預金である。 

4. 単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。  
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表３ パフォーマンス状況 

 委託運用（金銭信託） 

資産区分 
① 時間加重収益率 ② ベンチマーク ①－② 

超過収益率 構成比  構成比 

国内債券 0.65％  86.8％ 0.58％  86.8％ 0.07％

国内株式 19.96％  7.8％ 18.56％  7.8％ 1.40％

外国債券 14.67％ 5.4％ 15.28％  5.4％ －0.61％

合 計 2.85％ 100.0％ 2.78％ 100.0％ 0.07％

（注）  1. 時間加重収益率は、費用控除前である。 

2. ①の構成比欄は、期末構成比であり、期中の変化を反映した時間加重収益率のものと

は必ずしも一致しない。 

3. ②の構成比欄は、受託運用機関へ提示した構成比である。 

4. ベンチマークの合計欄は、構成比による加重平均である。 

5 .委託運用（金銭信託）の資産区分ごとのベンチマークは、基本方針に定めている以下

の指標による。 

・ 国 内 債 券  ＮＯＭＵＲＡボンド・パフォーマンス・インデックス（総合） 

・ 国 内 株 式  ＴＯＰＩＸ（配当込み） 

・ 外 国 債 券  シティグループ世界国債インデックス（日本を除く、円換算） 

6.単位未満は、四捨五入しているため計が一致しない場合がある。 

 

（参考） 自家運用（有価証券） 

資産区分 決算運用利回り  参考値 

有価証券等 1.34％ 1.33％ 

（注）1. 決算運用利回りは、自家運用のうち預金を除いた数値である。 

2. 参考指標はＮＯＭＵＲＡボンド・パフォーマンス・インデックスの額面加重平均利率（総合：

25 年 3 月末～26 年 2 月末の単純平均）である。 

 

表４ 資産配分の状況 

 

 基本ポートフォリオ 平成 25 年度末の実績 

資産配分 a 乖離許容幅 資産配分 b 
乖離幅 

b－a 

国内債券 95.6％ ±2.0％ 95.4％ －0.2％

国内株式 2.6％ ±1.0％  2.7％  0.1％

外国債券 1.8％ ±1.0％  1.9％  0.1％

合 計 100.0％ ― 100.0％ ―
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資産運用に当たっては、中退法その他の法令を遵守するとともに、運用の基本方針

に従い、退職金を将来にわたって確実に給付することができるよう、安全かつ効率を

基本として実施している。また、林退共制度の健全性の向上に必要な収益の確保を目

標として、基本方針に定める基本ポートフォリオの資産配分に沿って資産運用を行っ

ている。 

平成 25 年度決算については、期末運用資産残高 135 億 99 百万円（対前年度９百万

円減）、運用収入は 2億 27 百万円を計上し、決算運用利回りは 1.69％であった。 

平成 25 年度の資産運用は、日銀による量的・質的金融緩和と経済政策への期待を

受けた国内株式市況の上昇により、金銭信託で大きな収益（1 億 19 百万円）を確保し

ている。この結果、当期総利益は 93 百万円を計上し、平成 25 年度末の累積欠損金が

10 億２百万円に減少した。（参考：林退共給付経理は、累積欠損金解消計画において、

累積欠損金の解消年限を平成 34 年度としている。） 

委託運用に係る金銭信託のパフォーマンス状況については、国内債券、国内株式が

ベンチマークを上回っている。外国債券はベンチマークを下回る結果となったが、主

な要因はユーロ圏周辺国の回復に追随できなかった影響によるものである。ただし、

全体ではベンチマークを上回る結果（対複合ベンチマーク比＋0.07％）となっている。

なお、自家運用（有価証券）に係るパフォーマンス状況については、決算運用利回り

が 1.34％であった。 

資産配分の状況については、いずれの資産も基本ポートフォリオの乖離許容幅の範

囲内に収まっている。 

以上の状況を見れば、林退共事業における資産運用については、林退共制度の健全性

の向上に必要な収益の確保を目標として、基本方針に定める基本ポートフォリオに沿った資

産配分により、安全かつ効率を基本として適切に行われていると評価できる。累積欠損金の

早期解消に留意しつつ、今後とも引き続き適切に行われることが期待される。 

 

 

２ 基本ポートフォリオ 

平成 22 年 12 月 27 日変更の基本ポートフォリオ 

 

（Ⅰ－４（２）） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

基本ポートフォリオの資産配分割合は以下のとおりとする。 
               （％） 

 国内債券 国内株式 外国債券 合計 

資産配分  95.6  2.6  1.8 100.0 

乖離許容幅 ±2.0 ±1.0 ±1.0  

（注１）国内債券には財政融資資金預託金、生命保険資産、新株予約権付社債、短期資産を含む。

（注２）平成 22 年度にこの基本ポートフォリオを検証した結果、その期待収益率は 1.32％、標

準偏差は 0.55％である。 

（注３）この基本ポートフォリオは、平成 15 年 10 月 1 日に、5 年程度の中期的観点から、現行

の退職金の額を負債の前提として、 適な資産配分を策定したものである。 
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（注４）この基本ポートフォリオは毎年度検証することとし、また、中退法施行規則令第 10条に

定める退職金の額の見直し等の状況にも対応し、必要に応じて見直しを行う。 

 

 

資産配分については、基本ポートフォリオに定める資産配分割合を乖離許容幅の範

囲内で維持しうるよう管理表を作成し、月次管理を実施している。この結果、評価期

間中の資産配分実績は、乖離許容幅の範囲内で推移している。 

基本ポートフォリオの検証については、新たな経済予測に基づく数値を用いて検証

を行い、現行の基本ポートフォリオは効率的フロンティアからほとんど乖離がなく、

効率的なポートフォリオであることを確認している。また、責任準備金に対する利益

剰余金の割合の検証を行い、リスクバッファは小幅改善し、ショートフォール確率は

前回検証時と同水準であることを確認している。 

これらの検証結果を平成 26 年１月に開催したＡＬＭ委員会特退共分科会の助言を

得て、現行ポートフォリオを継続することとしている。 

以上の状況を見れば、基本ポートフォリオに基づく資産配分は適切に行われており、基

本ポートフォリオの検証も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われ

ることが期待される。 

 

 

３ 情報公開 

 

（Ⅰ－６） 

[資産運用の基本方針の規定]  

運用の基本的な方針や運用の結果等、資産運用に関する情報について、適時、

公開する。 

 

 

資産運用に関する情報公開については、機構ホームページの資産運用のサイトにお

いて、基本方針、運用管理体制、資産運用状況（グラフ化した資産運用状況を含む）、

資産運用結果に対する評価、外部の専門家で構成する委員会及び用語集を公開してい

る。 

外部の専門家で構成する委員会に関する情報については、資産運用検討委員会、資

産運用評価委員会、ＡＬＭ委員会特退共分科会の資料及び議事要旨を引き続き公開し

ている。 

その他の関連する情報については、情報公開のサイトの「財務に関する情報」にお

いて、林退共事業等勘定の平成 24 年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロ

ー計算書等を公開している。 

以上の状況を見れば、資産運用に関する情報公開は、適切に行われていると評価できる。

今後とも引き続き適切で分かりやすい情報公開に努めることが期待される。 
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４ 自家運用の遂行 

 

（Ⅱ－２） 

[資産運用の基本方針の規定]  

① 長期保有によるインカム・ゲインにより退職給付金等の支払財源を確保す

るため、バイ・アンド・ホールドを原則とする長期・安定的な債券投資を

行うこととする。 

② 国債、地方債、政府保証債、金融債以外の債券及び公社債投資信託の受益

証券を取得する場合における、同一の発行体が発行した債券等への投資額

は、原則として自家運用における債券保有総額の１０％を超えないことと

する。 

③ 信用リスクを管理する観点からは、金融債、財投機関債、社債券（特定社

債券を含む。）及び円貨建外国債の取得は指定格付け機関の一からＡ格以

上を取得しているものとする。取得後に格付けがＡ格未満に低下した場合

は、発行体の業績の推移等に留意しつつ、厳格に個別管理する。 

 

 

自家運用については、償還期限まで持ち続けるバイ・アンド・ホールドの原則を踏

まえた長期・安定的な債券投資を継続している。また、保有債券の売却は行っていな

い。 

リスク管理については、自家運用の債券は、国債、政府保証債及び金融債であり、

同一の発行体が発行した債券に係る保有制限の対象となる投資はなく、また、格付け

制限の対象となる債券は、発行元の格付けがＡ格以上の金融債を取得及び保有してい

る。 

以上の状況を見れば、自家運用の遂行に関しては、基本方針に定める基本的投資スタ

ンスは遵守されており、リスク管理も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適

切に行われることが期待される。 

 

 

５ 委託運用 

（1）金銭信託 

 

（Ⅲ－１（１）、（２）、（３）、（４）） 

［資産運用の基本方針の規定］ 

（１）受託機関の選定 

委託運用に当たっては、運用スタイル、手法を勘案して受託運用機関

を選定し、それぞれの受託運用機関に本基本方針及び運用ガイドライン

に基づく運用を指示する。 

受託機関の選定に当たっては、当該受託機関の①経営理念、経営内容

及び社会的評価、②年金性資金運用に対する理解と関心、③運用方針及

び運用スタイル、手法、④情報収集システム、投資判断プロセス等の運

用管理体制、⑤法令等の遵守状況、⑥運用担当者の能力、経験、⑦年金
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性資金運用の経験、実績等を十分審査する。 

（２）受託機関の評価 

林退共本部は、、受託機関について、定量評価に定性評価を加えた総合

的な評価を行う。この場合、評価の対象期間は、3～5 年の委託期間を原

則とする。 

① 定量評価 

定量評価に当たっては、各受託運用機関のファンド毎の時間加重収

益率及び修正総合利回りを、各受託運用機関との間で取り決めた資産

構成に基づいて計算された複合市場平均収益率（複合ベンチマーク）

と比較する。あわせて、各資産別に、同一のベンチマークによって、

対象とする受託運用機関毎に比較する。 

② 定性評価 

定性評価に当たっては、運用体制、投資方針、リスク管理体制、運

用能力、説明能力の項目とし、運用スタイル、手法と実際の投資行動

との整合性について検証する。あわせて、報告書やミーティングを通

じて、林退共本部のニーズの把握状況や年金性資金運用に対する理解

と関心について評価を行う。 

（３）受託機関のシェア変更 

① 林退共本部は、評価結果に基づいて、受託運用機関への資産配分シェ

アの変更、委託契約の変更、解除を行う。 

② 成績が著しく不振であるときには、上記の評価を待たず、資産配分シ

ェアの変更、委託契約の変更、解除を行うことがある。 

③ 市場価格の大幅な変動により、林退共本部全体の資産構成が基本ポー

トフォリオから著しく乖離し、その修正を行う必要があるときには、

受託運用機関の評価の優劣にかかわらず、資産配分シェアの変更、委

託契約の変更、解除等を行うことがある。 

④ 法令、契約書若しくは指示事項に違反したと認められる場合又は林退

共資産管理上必要が生じた場合には、林退共資産の安全性確保のた

め、資産配分シェアの変更、委託契約の変更、解除を行うことがある。

（４）受託機関の責務及び目標 

⑥ 受託機関は、ポートフォリオの運用状況を中心とした林退共資産の

管理に関する報告書（残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等）

及び林退共資産の運用に関する報告書（パフォーマンス状況、運用方

針等）を、少なくとも四半期毎に林退共本部へ提出する。また、法令、

契約書又は指示事項に違反した場合は、直ちに申し出るとともに、林

退共本部からの指示を受ける。 

以上の他、林退共本部の指示に従い報告を行う。 

⑦ 林退共本部と受託運用機関は、原則として四半期毎にミーティングを

行い、林退共資産の運用状況及び運用成果並びに今後の市場見通し及

びそれに基づく運用方針、運用計画の重要事項について協議を行う。

その他、林退共本部と受託機関は必要に応じ、情報交換、協議を行う。
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受託運用機関については、１社を採用しており、期中に新たな選定は行っていない。 

受託機関の評価については、定量評価に定性評価を加えた総合的な評価を行なって

いる。定量評価については、複合ベンチマークとの比較に基づく超過収益率による評

価を実施している。超過収益率については、資産配分効果、個別資産効果、その他効

果に分類して評価を実施している。併せて各資産別にベンチマークとの比較に基づく

受託運用機関毎の超過収益率とその要因分析を行っている。定性評価については、運

用体制、投資方針、リスク管理体制、運用能力、説明能力、林退共本部のニーズの把

握状況及び年金性資金運用に対する理解と関心の７項目からなる定性評価シートに

より、年度上期と下期に実施している。 

運用実績等の評価に基づく受託運用機関のシェア変更は行っていない。 

資産管理・運用状況の把握については、受託運用機関に対し運用ガイドラインを交

付しその遵守を指示している。平成 25 年度は、ガイドライン等に抵触する事案は発

生していない。資産の運用及び管理に関する報告書は、適切に作成され、遅滞なく提

出されている。平成 25 年度は、５月、10 月及び２月にミーティングを実施している。 

委託運用におけるパフォーマンス改善に向けた取組みについては、上半期の運用実

績を踏まえ、運用改善策の提出を求めている。当該運用機関からは、パフォーマンス

が芳しくない要因を分析し、その分析結果を踏まえた改善策の報告を受けている。 

以上の状況を見れば、受託機関の評価は基本方針に基づき適切に行われていると評

価できる。また、受託機関の資産管理・運用状況の把握も適切に行われていると評価

できる。期中に行われなかった受託機関の選定及びシェア変更も含め、今後とも引き

続き適切に行われることが期待される。 

 

 

（2）生命保険資産 

 

（Ⅲ－２（１）～（３）） 

[資産運用の基本方針の規定]  

（１）生命保険会社の選定 

信用ある格付け機関の格付け、ソルベンシーマージン比率、保証利率等を

考慮し、選定する。 

（２）生命保険会社の評価 

財務格付け、ソルベンシーマージン比率等による健全性、保証利率、配当

の有無並びに林退共資産の管理に係る事務量等を評価する。 

（３）生命保険会社のシェア変更 

  （２）の評価により必要に応じてシェアの変更を行う。 
 

 

期中の生命保険資産による委託運用は実施されていない。 
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（3）有価証券信託 

 

期中の有価証券信託による委託運用は実施されていない。 

 

 

６ 運用管理体制 

 

（Ⅳ－1、２，３） 

[資産運用の基本方針の規定] 

１．運用体制の整備、充実 

① 資産運用に係る業務は資金運用部が執行する。 

② 同部には、資産運用の専門的知識を持った担当者を配置することとし、

資産運用を取り巻く環境の変化に対応できるよう、さらに人材の育成と

確保に取り組む。あわせて運用体制の整備、充実を図り、運用管理の合

理化、コストの削減に努めるほか、情報収集等によりリスク管理を適切

に行う。 

２．資産運用委員会の設置 

林退共資産の運用に関する基本方針、運用計画及び資産の配分等の重要

事項を審議することを目的として、担当役職員で構成する資産運用委員会

を設置する。 

３．ＡＬＭ委員会の設置 

資産の運用について、基本ポートフォリオの作成等運用の基本事項に関

し、助言を得ることを目的として、外部の専門家で構成するＡＬＭ委員会

を設置する。 

 

 

運用体制の整備、充実については、林退共資産の運用に係る業務を資金運用部が執

行しており、資金運用部には、資産運用の専門的知識及び年金資産運用の経験を有す

る担当者を運用調査役として配置している。また、資産運用に関する専門的知識の向

上を図る観点から、資産運用に関するセミナーに参加し、必要な知識の習得に努めて

いる。 

資産運用委員会林退共部会については、四半期毎に開催し、運用実績の報告、運用

計画の審議を行っている。 

ＡＬＭ委員会特退共分科会については、平成 26 年 1 月に開催し、基本ポートフォ

リオの検証結果について助言を得て現行ポートフォリオを継続することとしている。 

以上の状況を見れば、運用体制の整備、充実は適切に行われており、資産運用委員会

等の運営も適切に行われていると評価できる。今後とも引き続き適切に行われることが期待

される。 
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